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『認知症ケアパス』とは・・・ 
 

～認知症になっても、 

できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために～ 

 

 「認知症ケアパス」は、認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、
また、認知症の人やその家族が安心できるよう、認知症の状態に応じた適切なサー
ビス提供の流れを示すものです。 

 「認知症ケアパス」では、認知症の人やその家族が、認知症の発症予防から進行
状態に合わせて、 

『いつ、どこで、どのような 

医療・介護サービスを受けることができるのか』を 

                   わかりやすくまとめたものです。 

 

くわしくは、40ページをご覧ください。 

『介護保健福祉ガイドブック』とは・・・ 

 

 介護保険制度や介護サービス、介護予防サービスの他、高齢者等への介護保険以
外のサービスの内容をご案内しています。 

また、高齢者のための保健や医療、福祉サービスについてまとめたものです。 
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１．介護保険制度 

 

 (1) 介護保険制度のしくみ 

 介護保険は、４０歳以上の加入者（被保険者）が保険料を負担し、介護が
必要となったときに、介護サービスを利用する制度です。介護サービス費用
の１～３割は利用者が負担し、残り９～７割については国・県・市が２分の
１を負担し、加入者が２分の１を保険料として負担します。 

 

 (2) 介護保険の加入者 

４０歳以上の人は原則として住んでいる市町村の介護保険に加入します。
特例として、他の市町村から市内の介護施設へ住所変更をして入所された人
は前住地の市町村の介護保険に加入したままとなります。また、他の市町村
の介護施設に住所変更をして入所される場合は、弘前市の介護保険に加入し
たままとなります。 

なお、障がい者などのうち、特定の施設へ入所されている人は、加入者と
なりません。 

 

●第１号被保険者 

 弘前市内に住所を有する６５歳以上の人です。 

●第２号被保険者 

 弘前市内に住所を有する４０歳から６４歳までの人で、医療保険（職場の
健康保険（社会保険）、国民健康保険等）に加入されている人です。 

 

(3) 介護保険証の交付 

第１号被保険者については、全員に介護保険被保険者証（保険証）が交付
されます。第２号被保険者については要支援、要介護認定を受けた人に介護
保険被保険者証（保険証）が交付されます。 
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 (４) 介護保険の財源 

 介護サービスを利用した場合、利用者の自己負担は１～３割ですが、残り
９～７割は加入者の保険料と国、県、市の負担金を財源としており、介護事
業者に保険給付費（介護サービス費）として支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)  介護保険料  

  ① 第１号被保険者（６５歳以上の人） 

○保険料の決め方 

 保険料は弘前市の介護サービス費がまかなえるよう算出された基準額を   

もとに所得段階に合わせて決められます。 

 

 

 

 

 

 ※ 弘前市の基準額は、８１，０９０円（年額）です。 

 

＝ 弘前市の基準額 

弘前市の６５歳以上の人数 

６５歳以上の人の
負担分（２３％） 

弘前市で介護保険
給付にかかる費用 

× 

保険給付費の財源構成 
（施設等給付費以外） 

保険給付費の財源構成 
（施設等給付費） 

第１号 

保険料 

23% 

国の負担 

15% 

第２号 

保険料 

27% 弘前市の負担 

12.5% 

青森県
の負担 

12.5% 

国の財政 

調整交付金 

5% 

国の負担 

20% 

第１号 

保険料 

23% 

第２号 

保険料 

27% 弘前市の負担
12.5% 

青森県
の負担 

17.5% 

国の財政 

調整交付金 

5% 
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令和３年度～５年度分の保険料額 

所 得 段 階 割  合 保険料（年額） 

第１段階 

・生活保護受給者の人 

・世帯全員が市町村民税非課税で、
老齢福祉年金受給者の人 

・世帯全員が市町村民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が８０万円以下の人 

基準額×０．３ ２４，３３０円 

第２段階 

世帯全員が市町村民税非課税で、前
年の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が８０万円を超え１２０万円
以下の人 

基準額×０．５ ４０，５５０円 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、上
記以外の人 

基準額×０．７ ５６，７７０円 

第４段階 

世帯の中に市町村民税課税者がいる
が、本人は市町村民税非課税で前年
の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が８０万円以下の人 

基準額×０．８７５ ７０，９６０円 

第５段階 
世帯の中に市町村民税課税者がいる
が、本人は市町村民税非課税で上記
以外の人 

基準額×１．０ ８１，０９０円 

第６段階 本人が市町村民税課税で前年の合計
所得金額が１２５万円未満の人 

基準額×１．１２５ ９１，２３０円 

第７段階 
本人が市町村民税課税で前年の合計
所得金額が１２５万円以上１９０万
円未満の人 

基準額×１．２５ １０１，３７０円 

第８段階 
本人が市町村民税課税で前年の合計
所得金額が１９０万円以上３２０万
円未満の人 

基準額×１．５ １２１，６４０円 

第９段階 
本人が市町村民税課税で前年の合計
所得金額が３２０万円以上４００万
円未満の人 

基準額×１．７ １３７，８６０円 

第１０段階 
本人が市町村民税課税で前年の合計
所得金額が４００万円以上６００万
円未満の人 

基準額×２．０ １６２，１８０円 

第１１段階 
本人が市町村民税課税で前年の合計
所得金額が６００万円以上８００万
円未満の人 

基準額×２．１ １７０，２９０円 

第１２段階 
本人が市町村民税課税で前年の合計
所得金額が８００万円以上１０００
万円未満の人 

基準額×２．２ １７８，４００円 

第１３段階 
本人が市町村民税課税者で前年の合
計所得金額が１０００万円以上の人 基準額×２．３ １８６，５１０円 
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○保険料の納め方 

納め方は特別徴収と普通徴収の二通りに分かれます。 

 

【特別徴収】 

受給している年金から介護保険料が天引きされます。 

    ・年金の年額が１８万円以上の人が対象となります。 

    ○仮徴収と本徴収で年額を納付します。 

仮  徴  収 本  徴  収 

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 

前年の所得が確定していないた
めに、仮に算定された保険料額
を納めます。 

確定した保険料の年額から、仮
徴収分を差し引いた額を３回に
分けて納めます。 

 

【普通徴収】 

市から送付される納入通知書により金融機関等で納付します。口座振替で
納めることもできます。 

・年金の年額が１８万円未満の人が対象となります。 

・年金を受給していない人が対象となります。 

※ 特別徴収の対象者であっても、次の場合は普通徴収になります。 

   ①４月１日時点で年金を受給していない人 

   ②年度途中で６５歳になった人 

   ③年度途中で他の市町村から転入してきた人 

   ④介護保険料が減額・増額になった人 

   ⑤年金担保・年金差止など年金の受給額に変更のあった人 

   ※ 特別徴収の条件を満たした人は、順次特別徴収が開始されます。本人
の申請は必要ありません。対象となる人には、介護保険料特別徴収開始
の通知書が郵送されます。 

なお、法令で特別徴収の対象者が決まっているため、介護保険料の納め
方を選択することはできません。 
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特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、 

その期間に応じて次のような措置がとられることがあります。 

 

１年以上納めないと・・・費用の全額を利用者が負担し、申請により後で保険
給付分（９～７割）が支給されます。 

 

１年６ヵ月以上納めないと・・・保険給付の一部、または全部が一時的に差し
止めになります。 

 

 ２年を過ぎると・・・・  利用者負担が３割または４割に引き上げられた
り、高額介護サービス費等の支給が受けられなく
なったりします。 

  

給 付 の 制 限 
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〇災害などによる減免 

 

震災・風水害・火災、生計中心者の死亡・失業・冷害などによる農作物の
不作の場合、損害や減収の程度に応じて保険料及び介護サービスを利用した
ときの利用料の減免を実施しています。 

 

① 震災・風水害・火災による住宅、家財その他の財産の著しい損害 

【①の減免割合】 

 

前年の合計所得額 

減免割合 

損害の程度が 

3割以上 5割未満 

損害の程度が 

5割以上 

500万円以下 3割 7割 

750万円以下 2割 5割 

750万円超 1割 2割 

 

② 生計中心者の死亡または重大な障害、長期入院による著しい収入の減少 

③ 生計中心者の事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等
による著しい収入の減少 

④ 生計中心者の干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁による
著しい収入の減少 

【②③④の減免割合】 

前年の合計所得額に対する 

当該年の合計所得額の割合 
減免割合 

2割未満 7割 

2割以上 5割未満 5割 

5割以上 7割未満 2割 

  

⑤ 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと 

⑥ 東日本大震災の警戒区域等からの転入 

【⑤⑥の減免割合】 10割 

 



 - 7 - 

 

〇生活困窮による減免 

 

平成１５年度から、低所得者対策として次の要件すべてに該当する場合、
保険料の減免を実施しています。 

※利用料については、２５ページ「生計困難者利用者負担軽減」を参照して
ください。 

 

【減免要件】 

・所得段階が、第１段階、第２段階及び第３段階で生活保護を受給していな
いこと 

・世帯の前年収入の合計額及び申請した月を含む前３か月の世帯収入金額が 

減免の基準額未満であること 

・市町村民税課税者と生計を共にしていないこと 

・本人などが住居用以外に処分可能な土地・家屋を所有していないこと 

・本人などが所有する預貯金などの合計額が、その世帯の減免の基準額の２
分の１以下であること 

 

【減免後の保険料】 

  保険料所得段階 

世帯の前年収入 
第 1段階 

第 2段階及び 

第 3段階 

41万円未満 第 1段階の 2分の 1の額 

41万円以上 88万円未満 － 第 1段階の額 

  ※上記収入金額は単身世帯の場合で、世帯員が１人増すごとに５４万円を、
またその住居が借家の場合にあっては、当該住居に係る家賃・間代等の合
計額を加算 
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② 第２号被保険者（４０歳から６４歳までの人） 

○保険料の決め方 

加入している医療保険（健康保険、国民健康保険）により、算定方法が異
なります。 

 

・国民健康保険に加入している人 

    保険料は市町村の国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決
められます。 

 

   ＝  所得割  ＋  均等割  ＋  平等割 

        

           

 

 

  

・国民健康保険以外の公的医療保険（社会保険）に加入している人 

    医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与（標準報酬月額）及び 

賞与（標準賞与額）に応じて決められます。 

 

介護保険料 ＝ 給与及び賞与 × 介護保険料率 

 

※ 原則として事業主が半分を負担します。 

 

  

世帯の第２号
被保険者の数
に応じて計算 

医療保険ごとに
設定されます。 

第２号被保険者
の属する世帯ご
とに計算 

第２号被保険
者の所得に応
じて計算 

国民健康保険料
の介護保険分 
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１割

同世帯の65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
①単身　　 ：280万円未満　　②２人以上：346万円未満本人の

合計所得金額が
160万円未満

同世帯の65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
①単身　　 ：340万円以上　　②２人以上：463万円以上

３割本人の
合計所得金額が
220万円以上

同世帯の65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
①単身　　 ：280万円以上340万円未満
②２人以上：346万円以上463万円未満

２割本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

同世帯の65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
①単身　　 ：280万円以上　　②２人以上：346万円以上

 

○保険料の納め方 

・国民健康保険に加入している人 

医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料として世帯主が納め
ます。 

・国民健康保険以外の公的医療保険（社会保険）に加入している人 

医療保険料と介護保険料を合わせて給与及び賞与から徴収されます。 

※ ４０歳から６４歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はあり
ません。 

 ≪問い合わせ≫ 各医療保険者 

          国民健康保険加入者は、国保年金課（窓口Ｃ－１２２番） 

電話３５－１１１１（内線 ２０７・２１０） 

直通４０－７０４５ 

 

(６) 介護保険の負担割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２号被保険者、生活保護受給者については一律で１割負担となります。 

※給付額減額の対象期間中は、上記に関わらず３割あるいは４割となります。 



(7) 介護保険サービス及び総合事業サービスの利用手続きに　　　　　ついて

③ 骨折を伴う骨粗鬆症

【特定疾病】

要介護・要支援認定の申請ができるのは

１．65歳以上の人で日常生活に介護や支援が必要となった人

２．40歳から64歳までの医療保険に加入している人で、下記の16種類の特定疾病

⑥ 脊髄小脳変性症
⑤ 初老期における認知症

⑮ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う

　　により介護や支援が必要となった人

原則として申請から３０日以内に通知されます。

市役所

① 筋萎縮性側索硬化症

（事業対象者）

地域包括支援センター

申　請
認定・通知審査判定

　 に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判

※「居宅介護支援
事業者」または

「地域包括支援セ
ンター」にて申請

代行します。

総合事業サービスの申請ができるのは

　・65歳以上の人で日常生活に支援が必要となった人

⑨ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、
　 糖尿病性網膜症

⑧ 早老症
⑦ 脊柱管狭窄症

非該当(自立)

総合事業利用申請

総
合
事
業
サ
ー

ビ
ス

基本チェック
リスト実施

② 後縦靭帯骨化症
⑫ 閉塞性動脈硬化症
⑪ パーキンソン病関連疾患

④ 多系統萎縮症

認定調査

主治医意見書

認定調査及び主治医意
見書の内容に基づき、
コンピューターによる
「一次判定」、介護認
定審査会による「二次
判定」にて介護度を判

定します。

介護認定審査会の審査結
果に基づき、「要介護１
～５」「要支援１・２」
「非該当(自立)」の区分
に分けて認定し、その結
果を保険証とともに通知

します。

介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス 介護福祉課

居宅介護支援事業者また
は、市職員が自宅等を訪
問し、心身の状態を調査

します。
市の依頼により、主治医
が心身の状態について意

見書を作成します。

該当

⑩ 脳血管疾患

⑭ 慢性閉塞性肺疾患
⑬ 関節リウマチ

　 断したものに限る)

　 変形性関節症
⑯ がん(医師が一般的に認められている医学的見地
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(7) 介護保険サービス及び総合事業サービスの利用手続きに　　　　　ついて

12P～

15P～

19P～

高齢者健康トレー
ニング教室等

（介護給付）

介護予防サービス

(予防給付)

介護サービス

総合事業サービス

介護予防・
生活支援サー

ビス事業

21P～
※すべての高齢者

が利用可能

一般介護予防事業

交通事故により介護保険の認定申請が
必要となった場合は、申請をする際に、

市役所介護福祉課介護給付係、
居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）又は

地域包括支援センター職員へ申し出てください。

居宅介護支援事業者が
居宅介護サービス計画を

作成。

要 介 護
1 ～ 5

要 支 援
1 ・ 2

非 該 当
( 自 立 ）

地域包括支援センター
（またはセンターから委託
を受けた居宅介護支援事
業者）が介護予防サービ

ス計画を作成。

地域包括支援センター

ケアプランの作成

居宅介護支援事業所

ケアプランの作成
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　入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で看護職員や介護職員が訪問し
て、入浴介護を行います。

訪問入浴介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の③をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

医療機関の薬剤師の場合

医師の場合 ５１４円

５６５円

④　訪問リハビリテーション
　通院困難な利用者に対して、医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法
士などが訪問して、リハビリテーションを行います。

訪問リハビリテーション事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑤をご覧ください。

３０７円利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

訪問看護ステーション　３０分以上１時間未満

病院または診療所　　　３０分以上１時間未満 ５７３円

要介護１～５の人が使える
介護サービス一覧

①　訪問介護
　ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や、掃除や炊
事などの生活援助を行います。

訪問介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の②をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす

身体介護　２０分以上３０分未満

生活援助　２０分以上４５分未満

２５０円

１8３円

※　利用時間・派遣条件により、かかる費用が異なります。

※　利用時間・派遣条件により、かかる費用が異なります。

１，２６０円

③　訪問看護

※　職種や回数などにより、かかる費用が異なります。

②　訪問入浴介護

⑤　居宅療養管理指導
　医師・歯科医師・薬剤師などが通院困難な利用者に、療養上の管理や指導
を行います。（医療行為を行う往診とは異なります。）

居宅療養管理指導事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑩をご覧ください。

　医師の指示に基づき、看護師などが訪問して床ずれの手当てや点滴の管理
などを行います。

訪問看護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の④をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

８２１円

自
宅
を
訪
問
し
て
も
ら
い
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
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～

※　低所得者には負担を軽減する制度があります。→２3ページをご覧ください。

※　老人保健施設と医療機関との違い、施設の配置職員などにより、かかる費用

　　が異なります。

※　食費・居住費（滞在費）は利用者負担となります。

⑥　通所介護

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

要介護１

⑨　短期入所療養介護
　老人保健施設や医療機関に短期間宿泊しながら、看護や医学的管理下にお
ける介護、機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑧をご覧ください。

　デイサービスセンターに日帰りで通って、入浴や食事、機能訓練が受けら
れます。

１,００３円

～

要介護５

通常規模型
（前年度の１月当たりの利用延人員が３００人を超える事業所）

６時間以上７時間未満

通所介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑥をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

５８１円
～

要介護１

※　老人保健施設と医療機関との違い・利用時間などにより、かかる費用が異なります。

※　食費は利用者負担となります。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

８２７円

⑧　短期入所生活介護（ショートステイ）
　特別養護老人ホームなどに短期間宿泊しながら、介護や日常生活上の世
話、機能訓練などが受けられます。

短期入所生活介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑨をご覧ください。

老人保健施設　多床室の場合 ～ ～

要介護５ １,０４５円

※　低所得者には負担を軽減する制度があります。→２3ページをご覧ください。

※　食費・居住費（滞在費）は利用者負担となります。

※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

～ ～

要介護５ ８７４円
併設型　多床室の場合

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

要介護１ ５９６円

要介護１ ７５７円
～ ～

※　利用時間・利用状況により、かかる費用が異なります。

※　食費は利用者負担となります。

⑦　通所リハビリテーション
　老人保健施設や医療機関に日帰りで通って、医師の指示に基づき、理学療
法士、作業療法士などによるリハビリテーションが受けられます。

通所リハビリテーション事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑦をご覧ください。

通常規模の施設

７時間以上８時間未満 要介護５ １,369円

日
帰
り
で
施
設
に
通
っ
て
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

施
設
に
短
期
入
所
す
る
サ
ー
ビ
ス
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※　外部サービス利用型については、かかる費用が異なります。

※　低所得者には負担を軽減する制度があります。→２3ページをご覧ください。

※　施設の配置職員などにより、かかる費用が異なります。

※　食費・居住費（滞在費）は利用者負担となります。

※　低所得者には負担を軽減する制度があります。→２3ページをご覧ください。

※　食費・居住費（滞在費）は利用者負担となります。

※　施設の配置職員などにより、かかる費用が異なります。

要介護１ 538円
～ ～

要介護５ 807円

⑬　特定施設入居者生活介護
　特定施設の指定を受けているケアハウスなどに入居している要介護者に
対して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行います。介護にかか
る利用者負担のほかに、入居にかかる費用を負担することになります。

特定施設入居者生活介護施設については・・・別紙「事業所等一覧」の⑯をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

・利用者：看護職員
６：１

・利用者：介護職員
４：１

療養型多床室（相部屋）の場合

～～

要介護１ ６８６円

要介護５ 1,146円

※　低所得者には負担を軽減する制度があります。→２3ページをご覧ください。

※　食費・居住費（滞在費）は利用者負担となります。

※　施設の配置職員などにより、かかる費用が異なります。

要介護５ １，００３円

⑪　介護老人保健施設
　病状が安定期にある要介護者に対して、看護・医学的管理のもとに介
護、　機能訓練、その他の必要な医療、日常生活上の世話を行います。
介護老人保健施設一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉑をご覧ください。

847円

入所定員が３１人以上の施設

多床室（相部屋）の場合

　原則として、要介護度３以上の方に対し、排泄、入浴、食事など日常生
活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。

⑩　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人福祉施設一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑳をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

5７3円要介護１

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

要介護１ ７８８円

介護療養型医療施設・介護医療院一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉒・㉓をご覧ください。

入所定員が３０人以上の施設

多床室（相部屋）の場合

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

⑫　介護療養型医療施設・介護医療院
　医療重視の長期療養者に対して、療養上の管理、看護・医学的管理のも
とでの介護や機能訓練、その他の必要な医療を行います。

～ ～

～ ～

要介護５

そ
の
他
の
施
設
に
入
居
し
て

受
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

施
設
に
入
所
し
て
受
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
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利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

介護予防訪問入浴介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の③をご覧ください。

　入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で看護職員や介護職員が訪問
し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。

※　利用時間・派遣条件により、かかる費用が異なります。

　通院困難な利用者に対して、医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士な
どが訪問し、自分で行える体操やリハビリテーションなどを指導します。

307円

③　介護予防訪問リハビリテーション

７９２円

５５２円病院または診療所　　　３０分以上１時間未満

訪問看護ステーション　３０分以上１時間未満

介護予防訪問リハビリテーション事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑤をご覧ください。

①　介護予防訪問入浴介護

②　介護予防訪問看護
　医師の指示に基づき、看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養
上の世話や必要な診療の補助などを行います。

介護予防訪問看護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の④をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

８５２円利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

※　老人保健施設と医療機関との違い・利用時間により、かかる費用が異なります。

※　食費は利用者負担となります。

※　職種や回数などにより、かかる費用が異なります。

2,053円

3,999円

要支援１

要支援２

介護予防居宅療養管理指導事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑩をご覧ください。

介護予防サービス一覧
要支援１・２の人が使える

５６５円

５１４円

医療機関の薬剤師の場合

医師の場合

④　介護予防居宅療養管理指導
　医師・歯科医師・薬剤師などが通院困難な利用者に、療養上の管理や指
導を行います。（医療行為を行う往診とは異なります。）

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

⑤　介護予防通所リハビリテーション
　老人保健施設や医療機関に日帰りで通って、医師の指示に基づき、理学
療法士や作業療法士などによるリハビリテーションが受けられます。

介護予防通所リハビリテーション事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑦をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１か月あたり）

自
宅
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７６８円
老人保健施設　多床室の場合

※　外部サービス利用型については、かかる費用が異なります。

※　低所得者には負担を軽減する制度があります。→23ページをご覧ください。

※　食費・居住費（滞在費）は利用者負担となります。

　　が異なります。

※　老人保健施設と医療機関との違い、施設の配置職員などにより、かかる費用

介護予防特定施設入居者生活介護施設については
　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・別紙「事業所等一覧」の⑯をご覧ください。

⑥　介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

※　低所得者には負担を軽減する制度があります。→23ページをご覧ください。

※　食費・居住費（滞在費）は利用者負担となります。

要支援１ ４４６円

要支援２ ５５５円
併設型　多床室の場合

　特別養護老人ホームなどに短期間宿泊しながら、日常生活上の世話や生
活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。

　老人保健施設や医療機関に短期間宿泊しながら、看護や医学的管理下に
おける介護、生活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。

介護予防短期入所療養介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑧をご覧ください。

介護予防短期入所生活介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑨をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

⑧　介護予防特定施設入居者生活介護
　特定施設の指定を受けているケアハウスなどに入居している要支援者に
対して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行います。介護にかか
る利用者負担のほかに、入居にかかる費用を負担することになります。

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

要支援１ １８２円

要支援２ ３１１円

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

要支援１ ６１０円

要支援２

⑦　介護予防短期入所療養介護

施
設
に
短
期
入
所
す
る
サ
ー
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ス

そ
の
他
の
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④　認知症対応型共同生活介護・
　　介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

８５８円

※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

7時間以上
8時間未満の場合

要介護1 750円
～ ～

要介護５ 1,308円
※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

※　利用時間・利用状況により、かかる費用が異なります。

※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

※　利用時間・利用状況により、かかる費用が異なります。

③　地域密着型通所介護
　定員１８人以下のデイサービスセンターに日帰りで通って、入浴や食
事、機能訓練などを受けられます。
地域密着型通所介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑬をご覧ください。

※　要支援の人は利用できません。ご注意ください。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

利用者負担（１割）のめやす（１か月あたり）

要介護１
～

要介護５

8,642円
～

29,574円

住み慣れた地域で暮らす
地域密着型サービス一覧
　住み慣れた地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスが利用できます。利用者は原
則として当市に居住している人に限定されます。

①　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　訪問介護と訪問看護を組み合わせた24時間対応のサービスで、利用者宅
への定期的な巡回や利用者からの随時通報による訪問などのサービスを受
けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑫をご覧ください。

②　認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
　認知症の状態にある人が、デイサービスセンターに日帰りで通って、入
浴や食事、機能訓練などを受けられます。

認知症対応型通所介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑰をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

８５９円
～

1,424円

要支援1
～

要介護５

7時間以上
8時間未満の場合

　認知症の状態にある人が、グループホームにおいて介護や日常生活上の
世話、機能訓練などを受けられます。介護にかかる利用者負担のほかに、
入居にかかる費用を負担することになります。
グループホーム一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑱をご覧ください。

※　要支援１の人は利用できません。ご注意ください。

利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

 施設区分(Ⅰ)
（１ユニット）

要支援２
～

要介護５

７６０円
～

日
帰
り
で
施
設
に
通
っ
て
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

2

4
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間
対
応
の
サ
ー
ビ
ス

施
設
に
入
居
し
て
受
け
る

介
護
サ
ー
ビ
ス

- 17 -



　

　

※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

⑦　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　　　　　　　　　　（地域密着型特別養護老人ホーム）
　原則として、要介護度３以上の方に対し、排泄、入浴、食事など日常生
活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。
地域密着型特別養護老人ホーム一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑲をご覧ください。

　　　　　　利用者負担（１割）のめやす（１日あたり）

要介護１ 644円
～ ～

要介護５ 922円
ユニット型個室の場合

※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

⑥　看護小規模多機能型居宅介護
　「通い」「泊まり」「訪問」3種類のサービスに合わせて「訪問看護」
を利用することができるサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護事業所一覧は・・・別紙「事業所一覧」の⑮をご覧ください。

　　　　　　利用者負担（１割）のめやす（１か月あたり）

要介護１
～

要介護５

～
12,438円

31,386円

要支援１ 3,438円
～ ～

要介護５ 27,117円
※　施設の種類などにより、かかる費用が異なります。

⑤　小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

　利用者の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の
３サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。

小規模多機能型居宅介護事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑭をご覧ください。

　　　　　　利用者負担（１割）のめやす（１か月あたり）
通
所
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②　生活支援サービスⅠ・Ⅱ
　ホームヘルパーが訪問し、調理や洗濯、掃除等の支援を行います。

生活支援サービスⅠ・Ⅱ事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉔をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１回あたり）

２１５円

１２０円

９３５円

1,868円週2回程度

週1回程度

生活支援サービスⅠ（４５～６０分）

生活支援サービスⅡ（２０分以内）

月額上限

要支援１・２と基本チェックリストで支援が必要とされた人（事業対象者）が使える

総合事業サービス一覧

①　訪問介護相当サービス
　ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄等の介助や調理、洗濯、掃
除等の支援を行います。

訪問介護相当サービス事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉔をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１か月あたり）

③　地域型ヘルパーサービス
　地域内の住民主体で運営される団体が、利用者宅を訪問し調理や洗濯、
掃除等の支援を行います。

地域型ヘルパーサービス事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉖をご覧ください。

※　利用者負担、対応可能地域、提供できるサービス等は団体によって異なります。

2,349円

1,176円

3,727円週2回を超える利用（要支援・更新者）

週２回程度の利用（要支援・更新者）

週１回程度の利用（要支援・更新者）

※　利用時間・派遣条件により、かかる費用が異なります。

※　更新者とは…要介護又は要支援の認定更新時に基本チェック
　　リストにより事業対象者となった方

自
宅
を
訪
問
し
て
も
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い
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用
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る
サ
ー
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※　食費・入浴料は利用者負担となります。

⑥　地域型デイサービス
　地域内の住民主体で運営される居場所に通い、介護予防の取り組みに参
加することができます。

地域型デイサービス事業団体一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉗をご覧ください。

なし利用者負担は

※　食費や活動に必要な費用は利用者負担となり、団体によって費用が異なります。

⑦　通所型サービスＣ（運動器の機能向上プログラム）

1,318円

2,702円週２回程度
要支援２

要支援１・事業対象者

月額上限

※　施設の体制・サービスの内容によってかかる費用が異なります。

※　施設の体制・サービスの内容によってかかる費用が異なります。

※　食費は利用者負担となります。

⑤　生きがい型デイサービス
　デイサービスセンターに日帰りで通って、機能訓練やレクリエーション
に参加することができます。

生きがい型デイサービス事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉕をご覧ください。

　　　  利用者負担（１割）のめやす

３０５円

1,318円週１回程度

週１回程度

週1回程度

週2回程度

1回あたり

要支援１・更新者

要支援２

※　更新者とは…要支援の認定更新時に基本チェックリストにより
　　事業対象者となった方

④　通所介護相当サービス
　　（身体介護が必要な方のみ利用できます。）

　デイサービスセンターに日帰りで通って、入浴や食事、機能訓練が受け
られます。

通所介護相当サービス事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉕をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす（１か月あたり）

1,714円

1,672円

3,428円

　通所介護事業所、接骨院又は整骨院に通って、短期集中型の筋力向上ト
レーニングを受けられます。

※実施回数は週１回、１コース（３ヶ月）１２回で、年度内最大２コースまで利用するこ
とができます。

通所型サービスＣ事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の㉘をご覧ください。

利用者負担（１割）のめやす

300円１回あたり

※　食費等は利用者負担となり、施設によってかかる費用が異なります。
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弘前市内にお住いのすべての高齢者が利用することができます。

 ①　高齢者健康トレーニング教室（常設教室）（無料）

 ○ヒロロスクエア教室・ロマントピア教室・温水プール石川教室

一般介護予防事業一覧

　地域内の住民を対象に、いつまでも自立した生活が送れるよう口腔ケアの大切
さを学び知識を深め、自宅で取り組めるお口の体操等を紹介する教室です。

≪問い合わせ≫
➥介護福祉課　自立・包括支援係　　　　　電話４０－７０７２（直通）

≪実施場所及び開催時間≫

☆ヒロロスクエア教室（ヒロロ３階）　　　　　　　　　　８：４０～１７：００
☆ロマントピア教室（星と森のロマントピア森林科学館内）８：５０～１７：００
☆温水プール石川教室　　　　　　　　　　　　　　　 　  ９：３０～１７：００

➥高齢者健康トレーニング教室　ヒロロスクエア教室　電話３５－０１６１
➥高齢者健康トレーニング教室　ロマントピア教室　　電話８４－２２３６
➥高齢者健康トレーニング教室　温水プール石川教室　電話４９－７０８１

≪申込み・問い合わせ≫

 ②　筋力向上トレーニング教室（無料）

 　各圏域の集会所などで定期的に開催される教室。通所型サービスCと同じ運動
マニュアルを使用し、イスに座ってできる簡単なストレッチや筋トレが中心の運
動を行います。

≪開催場所等についての問い合わせ≫
　➥介護福祉課　自立・包括支援係　　　　　電話４０－７０７２（直通）

 ③　パワリハ運動教室（無料）
　パワリハマシンを設置しているデイサービス等で軽負荷のマシントレーニング
を行います。

≪実施場所≫

≪問い合わせ≫
➥介護福祉課　自立・包括支援係　　　　　電話４０－７０７２（直通）

別紙「事業所等一覧」の㉚をご覧ください。

④　高齢者ふれあいの居場所（無料または低額）
　住民が主体となって定期的に活動する集まりで、住み慣れた身近な地域で茶話
会や体操など、自由な取り組みを実施した活動を行っています。

≪開催場所等についての問い合わせ≫
➥介護福祉課　自立・包括支援係　　　　　電話４０－７０７２（直通）

⑤　口腔ケア教室（無料）
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①　福祉用具の貸与【介護予防福祉用具の貸与】
　車いすや特殊ベッドなどを借りることができます。

※　ただし、要支援１・２または要介護１の人は利用できる品目が限られ、
　下表の１～６、１１～１３は必要と認められた場合のみ利用できます。
　　13は、要介護4・5の人のみ利用できます。

（介護予防）福祉用具貸与事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑪をご覧ください。

【対象品目一覧】

※　詳細については、事業所または介護福祉課にお問い合わせください。

 介護福祉課　介護給付係　電話４０-７０７１（直通）

※　県の指定を受けている事業者からの購入に限ります。
（介護予防）福祉用具販売事業所一覧は・・・別紙「事業所等一覧」の⑪をご覧ください。

【対象品目一覧】

１．腰掛便座

２．自動排せつ処理装置の交換 ５．簡易浴槽

６．移動用リフトのつり具の部分

　　（ポータブルトイレなど）

※　詳細については、事業所または介護福祉課にお問い合わせください。

介護福祉課　介護給付係　電話４０-７０７１（直通）

③　住宅改修費の支給【介護予防住宅改修費の支給】
　全額支払った小規模な住宅改修にかかった費用の９～７割を支給する制
度です。あらかじめ１～３割の本人負担で改修し事業者に残りの９～７割
を支給する事も出来ます。支給限度基準額は原則として、１人につき２０
万円です。

※　改修前に事前審査を行います。事前審査がない住宅改修は、支給対象
　とならないのでご注意ください。

【対象となる住宅改修】

１．手すりの取付け ４．引き戸等への扉の取替え

３．排泄予測支援機器

１１．認知症老人徘徊感知機器

１０．歩行補助つえ等

２．段差の解消
３．すべりの防止及び移動の円滑化
　　等のための床または通路面の材
　　料の変更

５．洋式便器等への便器の取替え
６．その他１～５の住宅改修に
　　付帯して必要となる住宅改修

　　可能部品（レシーバーなど）

※　居宅介護支援事業所・地域包括支援センターが申請の窓口となります。

②　福祉用具購入費の支給【介護予防福祉用具購入費の支給】
　全額支払った対象福祉用具購入費の９～７割を支給する制度です。あら
かじめ１～３割の本人負担で購入し、事業者に残りの９～７割を支給する
事も出来ます。支給限度基準額は１年間で１０万円です。

４．入浴補助用具（シャワーベンチなど）

　９．歩行器

　８．スロープ

７．手すり

※　費用については、事業所にお問い合わせください。

１．車いす

６．体位変換器

５．じょくそう（床ずれ）予防用具

４．特殊寝台付属品

３．特殊寝台

２．車いす付属品

１３．自動排せつ処理装置

１２．移動用リフト

住
環
境
を
整
え
る
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500万円
（1,500万円）以下

550万円
（1,550万円）以下

預貯金額等
（夫婦の場合）

：居間等の共有スペースを併設し、個室の床面積が８畳未満

：居間等の共有スペースを併設し、個室の床面積が８畳以上

650万円
（1,650万円）以下

世帯全員
市町村民
税非課税

年金収入金額（★）＋合計所得金額が120万円超

年金収入金額（★）
　　　＋合計所得金額が80万円超～120万円以下

年金収入金額（★）＋合計所得金額が80万円以下

・ ユ ニ ッ ト 型 個 室

1,310円

490円

490円

ユニット型
個室的多床室

居住費（滞在費）
３）食費・居住費（滞在費）の額（１日あたり）

2,006円

1,310円

1,310円

820円

820円

ユニット型
個室

・ユニット型個室的多床室

：相部屋

：居間等の共有スペースが無い個室

・ 多 床 室

・ 従 来 型 個 室

1,668円

従来型個室

①　855円
②　377円

370円

370円

370円

0円

多床室

①　1,171円
②　1,668円

①　　820円
②　1,310円

　サービスの利用について

【施設サービスにかかる費用（特定入所者介護（予防）サービス費）】

　施設サービスを利用したときは、施設サービス費の１～３割の利用者負担に加え、食費・居
住費（滞在費）・日常生活費（理美容代など）が利用者負担となります。（※下図１）参照）
ただし、下表２）の利用者負担段階の第１～３段階のいずれかに該当する場合、利用者の申請
に基づき、食費及び居住費（滞在費）の負担が軽減されます。

1）施設サービス費の利用者負担

※ 居住費の多床室・従来型個室①は特別養護老人ホーム等、②は老人保健施設、介護療養型
　 病床、介護医療院です。

※ 第４段階の金額は基準金額であり、実際は施設との契約で決定します。

居室区分

1,445円第４段階

1,360円
【1,300円】

第３段階② 1,310円

食費
【】はショートステイの

場合
段　階

・本人が市町村民税課税者   ・預貯金額等が基準額を超える者
・世帯(配偶者も含む)に市町村民税の課税者がいる者

２）利用者負担段階

650円
【1,000円】

第３段階①
①　　820円
②　1,310円

390円
【600円】

第２段階
①　　420円
②　　490円

300円
【300円】

第１段階
①　　320円
②　　490円

 ※ 2号被保険者の方は、預貯金1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)

 ※ (★)年金収入金額=公的年金等収入額(遺族年金や障害年金などの非課税年金を含む)

 ※ 配偶者には世帯分離をしている配偶者または内縁関係を含みます。

・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
・生活保護を受けている方

対　象　者

第4段階

第３段階②

第３段階①

第２段階

第１段階

段　階

施設サービス費
の１～３割

居住費

食費 日常生活費
（理美容代など）

利用者負担
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※「世帯」は医療保険の世帯になります。

医療保険

医療費と介護サービス費の利用者負担合算後の限度額（年額）

19万円

31万円

56万円

67万円

141万円

212万円

介護保険（70～74歳がいる世帯）

医療保険

介護保険

後期高齢者医療保険

34万円

60万円

67万円

141万円

212万円

介護保険（70歳未満がいる世帯）

　市町村民税非課税世帯

（国保）　　基準総所得金額　 　210万円以下
（国保以外）標準報酬月額　　　　26万円

（国保）　　基準総所得金額　210万円超～600万円
（国保以外）標準報酬月額　　　28万円～50万円

（国保）　　基準総所得金額　　　901万円超
（国保以外）標準報酬月額　　　　  83万円

区　分

　同じ世帯内で同じ医療保険（国民健康保険など）に加入し、医療保険と介護保険サービスの
両方を利用した際に、医療費と介護サービス費の１年間（８月から翌年７月まで）の利用者負
担額（食費・居住費などを除く）の合計額が所得に応じた限度額を超えた場合、利用者負担の
一部を支給します。なお、支給には申請が必要です。

世帯の各収入から必要経費・控除を
差し引いたときに所得が0円になる方

（年金収入のみの場合、80万円以下の方）

市町村民税非課税世帯

一般（市町村民税課税世帯の方）

（課税所得145万円以上の方）

（課税所得380万円以上の方）

（課税所得690万円以上の方）現
役
並
み

所
得
者

区　分

２４，６００円（世帯）

１５，０００円（個人）

上限額

【高額医療・高額介護合算制度】

【高額介護（予防）サービス費】

　居宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の１か月の合計金額 (※１)が、下表の金
額を超えたときは、利用者の申請に基づき、その超えた分について、高額介護（予防）サービ
ス費として支給し、利用者の負担を軽減します。
　なお、申請は初回のみで足り、初回申請時に指定した口座に振り込みます。

※2　介護サービス利用者と同一世帯に年収約770万円以上の65歳以上の人がいる場合も含みます。　

※1　食費・居住費（滞在費）などは含みません。

（国保）　　基準総所得金額　600万円超～901万円
（国保以外）標準報酬月額　     53万円～79万円

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上          ※２

課税所得380万円(年収約770万円)
      ～課税所得690万円(年収約1,160万円)未満  ※2

１４０，１００円（世帯）

９３，０００円（世帯）

市町村民税課税世帯の人
　　　～課税所得380万円(年収約770万円)未満

・老齢福祉年金を受給している人
・本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
　年間８０万円以下の人

４４，４００円（世帯）

２４，６００円（世帯）
１５，０００円（個人）

世帯全員が市町村民税非課税

生活保護を受給している人

利用者負担段階区分
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　※ 申出をした社会福祉法人が行う事業所に限られます。

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護○特別養護老人ホーム

○通所介護○訪問介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○地域密着型通所介護　　

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護　　　

・生活保護受給者については、個室の居住費の全額を軽減します。

【要介護度別の利用限度額】

50,295円33,530円16,765円

31,593円21,062円10,531円

81,144円54,096円27,048円

59,115円39,410円19,705円

108,651円72,434円36,217円

92,814円61,876円30,938円

167,650円

105,310円

50,320円

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

50,320円

要支援２

要支援１

事業対象者

要介護５ 362,170円

309,380円

270,480円

197,050円

　自宅で受けるサービスや施設を利用するサービスには、要介護度ごとに１か月に利用
できるサービスの費用に上限がもうけられています。限度額を超えたサービスを利用し
た場合、超えた分は全額利用者負担となります。

10,064円5,032円

15,096円

要介護度

10,064円5,032円

１か月の利用限度額と利用者負担額

利用限度額

15,096円

利用者負担
3割2割1割

【生計困難者利用者負担軽減】

　生計困難な低所得者については、下表のサービスを利用する場合、社会福祉法人によ
る利用者負担の軽減を受けられます。

軽減割合

・利用者負担（サービス費の１割負担、食費、居住費（滞在費・宿泊費））の
　４分の１を軽減します。（老齢福祉年金受給者は２分の１）

対象サービス

対象者
・世帯全員が市町村民税非課税で、資産や収入等が要件を満たしており生計困難者
　と認められる人

・生活保護受給者

○介護予防・生活支援サービス事業
（訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスに限る。）

○短期入所生活介護

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○看護小規模多機能型居宅介護　

○夜間対応型訪問介護　　

○介護予防短期入所生活介護　　

○介護予防認知症対応型通所介護
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２.高齢者等へのその他のサービス 
 

(1) 在宅サービス 
 
① 歩行安全杖支給事業 

   ≪対 象≫ 

    歩行に杖が必要な６５歳以上の市民 

   ≪申し込み≫ 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

    岩木総合支所 民生課  電話８２－１６２８（直通） 

    相馬総合支所 民生課  電話８４－２１１３（直通） 

    各出張所 

 

  ② 高齢者はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業 

≪対 象≫ ６５歳以上の市民 

≪利 用≫ １枚につき５００円割引される受療券を交付します。 

≪交付枚数≫ １人につき５枚（年度内 1回のみ） 

   ≪申し込み≫ 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

    岩木総合支所 民生課  電話８２－１６２８（直通） 

    相馬総合支所 民生課  電話８４－２１１３（直通） 

   ≪利用可能施術所≫ 

    はり・きゅう・マッサージ指定施術所は、別紙「事業所等一覧」の㉛を 

ご覧ください。 

 

③ ねたきり高齢者寝具丸洗いサービス事業 

   ≪対 象≫ 

    おおむね６５歳以上の在宅ねたきり高齢者 

   ≪利 用≫ 

    寝具類を無料で年１回洗濯・乾燥・殺菌消毒します。 

    利用申し込みは６～７月頃。実施時期は９月上旬～１０月末。 

≪申し込み≫ 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

    岩木総合支所 民生課  電話８２－１６２８（直通） 

    相馬総合支所 民生課  電話８４－２１１３（直通） 

    民生委員 
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④ ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業 

≪対 象≫ 

    在宅（自宅）で生活をする、次のいずれかに当てはまる方 

・満６５歳以上の寝たきりの方 

・満６５歳以上の要介護４・５に相当する認知症により常時失禁状態に
ある方 

・身体障害者手帳１・２級の交付を受けている寝たきりの方 

・療育（愛護）手帳Ａの交付を受けている寝たきりの方 

※ただし、住民税課税世帯、生活保護受給世帯は対象となりません。 

≪利 用≫ 

    ４半期ごと（４・７・１０・１月）にご自宅へ配達します。 

    (フラットタイプ 200枚、テープタイプ 100枚、尿とりパッド 240枚から１つ) 

≪申し込み≫ 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

    岩木総合支所 民生課  電話８２－１６２８（直通） 

    相馬総合支所 民生課  電話８４－２１１３（直通） 

    地域包括支援センター・在宅介護支援センター（５５ページを参照） 

 

  ⑤ 在宅高齢者短期入所事業 

   ≪対 象≫ 

    短期入所が必要なおおむね６５歳以上の高齢者 

※ただし、介護保険サービスの利用が可能な方はそちらを優先して 

ください。（１３、１６ページをご覧ください。） 

   ≪利 用≫ 

    同居家族の疾病、冠婚葬祭等により短期入所が必要な期間 

※原則として７日間以内 

   ≪利用者負担額≫ 

    １，７３０円／日（生活保護受給世帯は無料） 

≪申し込み≫ 

介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

 

  ⑥ 高齢者世話付住宅等生活援助員配置事業 

高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、生活援助員を配置し、生活
指導・相談、安否の確認、緊急時の対応などのサービスを提供します。 

≪実施市営住宅≫ 

    ・緑ケ丘団地市営住宅 ・桜ケ丘団地市営住宅 

    ・城西二丁目団地市営住宅 ・青葉団地市営住宅 

    ・城西五丁目団地市営住宅 

   ≪入居の申し込み≫ 

    市営住宅サービスセンター 電話４０－７０１３（直通） 
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⑦ 緊急通報システム事業 

   ≪対 象≫ 

    在宅において緊急通報を必要とするおおむね６５歳以上の高齢者が 

属する全ての世帯（ただし、固定電話の電話回線が必要です。） 

   ≪事業内容≫ 

    緊急時に通報可能なシステム・ペンダントを設置、貸与します。 

   ≪１か月あたりの利用料（税込）≫ 

１．世帯全員が住民税非課税の場合   １，１００円 

    ２．世帯に住民税課税者がいる場合   １，６５０円 

    ３．生活保護受給世帯の場合        無 料 

   ≪申し込み≫ 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

 

  ⑧ 安心カード 

   体調の急変などで救急車を要請した場合に備え、持病やかかりつけ医、 

内服薬、緊急連絡先などを記載する安心カードを配布します。 

≪対 象≫ 

６５歳以上の一人暮らしの方  

※ただし、６５歳以上の高齢者のみの世帯や障がい者のいる世帯などで
希望される方も対象とします。 

≪配布場所≫ 

 市役所介護福祉課窓口、市内７か所の地域包括支援センター、市内の 

医療機関（一部除く） 

≪費 用≫  無料 

≪問い合わせ≫ 

    介護福祉課 自立・包括支援係 電話４０－４３２１（直通） 

 

⑨ ほのぼのコミュニティ２１推進事業 

弘前市社会福祉協議会に見守りネットワークコーディネーターを置き、
市民ボランティアが在宅のひとり暮らし高齢者などの家を訪問し交流する
事業を行います。見守りネットワークコーディネーターは地域における 

ネットワークづくりを支援します。 

協力員３名程度でほのぼの交流グループをつくり、在宅のひとり暮らし
高齢者、寝たきり高齢者、障がい者等がいる世帯を週１回程度訪問し、 

孤独感を解消するための交流を図り、精神的なふれあいを促進します。 

   ≪対 象≫ 在宅のひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者、障がい者等 

   ≪問い合わせ≫ 

    弘前市社会福祉協議会 地域福祉課 宮園二丁目８－１ 

電話３３－１１６１ 
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⑩ 在宅患者訪問歯科診療事業 

   ≪対 象≫ ねたきり高齢者、身体障がい者等の通院が困難な方 

   ≪利 用≫ 

    弘前歯科医師会に所属する歯科医師等が自宅や施設等を訪問して、 

診療、口腔ケア等を行います。 

   ≪費 用≫ 

    治療費等。ご自宅から遠い歯科医師の往診を受けた場合、交通費が 

かかる場合があります。 

   ≪申し込み≫ 

    弘前歯科医師会 電話２７－８７７８ 

≪問い合わせ≫ 

    介護福祉課 自立・包括支援係 電話４０－７０７２（直通） 

 

⑪ 家族介護慰労金支給事業 

介護負担の軽減を図るため、在宅で中重度の要介護者を日常的に介護し
ている家族に対して慰労金を支給します。 

≪対 象≫ 

介護している人が市民税非課税世帯で、介護されている人が次の A～C

にすべて該当する場合 

A. 市内に住所を有する 

B. 市民税非課税世帯 

C. 過去１年間、介護３・４・５に相当し、その期間に介護保険サービス
を利用していない（年間１週間程度のショートステイ、福祉用具貸与、 

特定福祉用具販売及び住宅改修を除く） 

≪支給額≫   年額１００，０００円 

≪申し込み≫ 

 介護福祉課 介護給付係 電話４０－７０７１（直通） 

 

⑫ 特別障害者手当の支給制度 

   ≪対 象≫ 

    著しく重度の心身障がいのため、常時特別の介護を必要とする在宅の 

20歳以上の方 

    ※障がい部位別の指定診断書を提出していただきます。 

診断書の内容や所得状況を審査し、認定されれば支給対象となります。 

（認定基準に該当しない場合は却下となります。） 

   ≪支給額≫ 月額２７，９８０円（令和５年４月現在） 

※所得が一定以上の人には支給されません。 

   ≪申し込み≫ 

    障がい福祉課 電話４０－７０３６（直通） 
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⑬ 配食サービス（弘前市安心安全見守りネットワーク事業関連） 

市では、日常生活において関わりのあるライフライン等の事業者や、地域
の自主防災組織等と「安心安全見守りネットワーク協定」を結び、孤立死の
防止や異変の早期発見のために、重層的な見守りを行っています。 

下表の配食業者では、協定事業者として、安否確認を含めた定期的な配食
サービスを行っています。（サービス内容や料金は、配食業者によって異な
ります。） 

≪申し込み≫ 

 下表の実施業者へ直接お申し込みください。 

配食業者 住 所 電話番号 

コープあおもり 
配食サービスセンター 

平川市苗生松字川崎１９
－１ 

０１２０－１０２－７０５ 

サンアップルホーム 
デイサービスセンター 

高杉字尾上山３５０ ９７－２１１１ 

特別養護老人ホーム 
松山荘 

一町田字浅井４４３－１ ８２－３３３０ 

セブンミール 
（セブン・イレブン） 

市内各店舗 ０１２０－７３６－１５８ 

高齢者専門宅配弁当 
宅配クック１２３ 弘前店 

徒町１７ ３３－７１２１ 

長慶苑 配食サービス 坂市字亀田５３－３ ８４－１０１０ 

配食のふれ愛 弘前店 泉野４丁目２－１２ ５５－６８９７ 

デイサービスセンター 
パインハウス弘前 

国吉字坂本１３８－１０ ８６－３８００ 

まごころ弁当 
弘前・平川・黒石店 

上瓦ヶ町１１－２ ８８－６７５９ 

株式会社ヨシケイ青森 
弘前営業所 

高田五丁目５－３ ０１２０－３６１－８８１ 

（※５０音順表記） 
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 ※岩木地区にお住まいの人だけがご利用できます。 

  ⑭ 外出支援サービス事業 

   ≪対 象≫ 

    ・おおむね６５歳以上で要介護認定を受けている一般の交通機関の利用
が困難な高齢者 

    ・おおむね６０歳以上で身体障害者手帳を所持している下肢が不自由な
高齢者 

    ・上記と同程度の状態にあると認められる高齢者 

   ≪サービス内容≫ 

    居宅から市または弘前市社会福祉協議会が実施、協賛する福祉事業を 

利用するための送迎や医療機関等への送迎 

   ≪利用者負担額≫ 

    ・市または弘前市社会福祉協議会が実施、協賛する福祉事業を利用する
ための送迎 片道５０円（生活保護世帯は無料） 

    ・医療機関への送迎 自宅からの距離により 片道１５０円～４１０円 

   ≪申し込み≫ 

    弘前市社会福祉協議会 岩木支部 電話８２－２３５３ 

 

(2) 施設サービス 
 
①  養護老人ホーム 

 比較的自立しているおおむね６５歳以上の高齢者で、経済的な理由等に
より他の施設への入居が困難な方について、老人福祉法に基づき市が入所
措置をしている施設です。生活保護世帯、市民税非課税または均等割のみ
課税世帯に限ります。 

≪費用負担≫ 

入所者負担金 本人の年間収入額により決定（月額） 

扶養義務者負担金 
同居している配偶者・子のうち、多い方の市民税 

課税額または所得税課税額により決定 

≪実施施設≫ 

施 設 名 所 在 地 電話番号 定員 

弘前温凊園 金属町５－１ ４０－０２００ １２０ 

津軽ひかり荘 

（養護盲老人ホーム） 
金属町５－１ ５５－５５７８ ７０ 

≪申し込み≫ 

 介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

岩木地区に住所がある人 
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  ② 軽費老人ホーム 

   ≪対 象≫ 

    日常生活の自立した６０歳以上の人が入所できます。食事、医療サービス
付きです。 

   ≪費用負担≫ 

    入所者の収入により、月額約６０，０００円～１７０，０００円 

    ※冬期間（１１月～３月）は暖房料が必要（月額８，０２０円） 

   ≪実施施設及び申し込み≫ 

    コーポはるな（定員 ５０名）  

福村字新舘添５０－２ 電話２８－１６１６ 

 

③ ケアハウス 

   ≪対 象≫ 

    身体機能が低下した６０歳以上の人が入所できます。また、食事の提供 

やホームヘルパー、デイサービスの利用ができます。 

   ≪費用負担≫ 

    入所者の収入により、月額約８０，０００円～１７０，０００円 

※冬期間（11月～3月）は暖房料が必要（月額６，９００円～８，０２５円） 

   ≪実施施設≫ 

施 設 名 所 在 地 電話番号 定員 

ケアハウス城東 城東中央四丁目１－４ ２８－００５４ ３０ 

ケアハウス サン・フラワー 向外瀬字豊田３２０－１ ３４－３４３４ ３０ 

ケアハウス アップル 東和徳町６－３ ３１－７７７７ ３０ 

≪申し込み≫ 実施施設へお申し込みください。 

 

④ 有料老人ホーム 

    老人を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、
掃除等の家事または健康管理を提供します。 

市内にある有料老人ホームは、いずれも「住宅型」で生活支援等のサー
ビスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居
者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら 

ホームの居室での生活を継続することが可能です。 

   ≪対 象≫ おおむね６０歳以上の人 

   ≪費 用≫ 全額入居者の自己負担 

   ≪実施施設≫ 

    有料老人ホーム一覧は、別紙「事業所等一覧」の㉜をご覧ください。 

   ≪申し込み≫ 実施施設へお申し込みください。 



 

 - 33 - 

⑤ 生活支援ハウス 

    デイサービスセンターにあわせて整備した居住部門で、介護支援、地域
の人々との交流などを総合的に提供します。 

   ≪対 象≫ 

    ６０歳以上で、独立して生活することに不安のある人 

   ≪費 用≫ 

    入所者の収入により、利用料月額０円～５０，０００円。そのほか食費
や光熱水費等、介護サービスの利用者負担は実費負担となります。     

（約４０，０００円～８０，０００円が目安です。詳しくは、各施設へ 

お問い合わせください。） 

   ≪実施施設≫ 

施 設 名 所 在 地 電話番号 定員 

生活支援ハウス 365 独狐字松ケ沢３８－２ ９９－１２１２ ２０ 

柊ハウス 大川字中桜川１８－１０ ９５－３１２５ １０ 

   ≪申し込み≫ 

    実施施設へお申し込みください。 

≪問い合わせ≫ 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

 

 

(3) 敬老生きがい事業 
 
  ① 敬老事業 

   ≪敬老会・長寿者顕彰≫ 

    長年にわたり健康を保ち長寿を重ね、社会の発展向上に貢献された長寿
者に対し、敬老会や顕彰を行います。 

≪百歳長寿者顕彰≫ 

    百歳を迎えられた人に対し、顕彰状、記念品を贈呈します。 

   ≪問い合わせ≫ 

    （顕彰について） 

     介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

  （敬老会について） 

     弘前市社会福祉協議会 地域福祉課 宮園二丁目８－１         

電話３３－１１６１ 
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② 老人クラブへの助成事業 

   ≪老人クラブ加入資格≫ 

    おおむね６０歳以上の方 

   ≪加入申し込み≫ 

    最寄りの老人クラブ 

   ≪問い合わせ≫ 

    弘前市老人クラブ連合会事務局 電話３６－３８３４ 

 

  ③ 高齢者の公共施設利用制度 

弘前市に住所のある高齢者の方が無料または低額で利用できます。 

高齢者の文化活動やスポーツ活動に参加しやすい環境をつくり、高齢者
の福祉の向上と社会参加の促進を図ることを目的としています。 

   ≪対 象≫ 

    ６５歳以上の弘前市民 

≪利 用≫ 

氏名・年齢・住所がわかるもの（免許証・保険証など。そのコピーで
も可）を直接対象施設の窓口へ提示してご利用ください。 

※ 施設利用券は平成２１年度で廃止となりましたので使用できません。 

   ≪対象施設≫ 

No. 施 設 名 所 在 地 電話番号 注釈 

1 宮川交流センター 堅田二丁目 ３６－２６１１  

2 清水交流センター 大開二丁目 ８７－６６１１  

3 ワークトーク弘前 清野袋三丁目 ３８－３７１１  

4 サンライフ弘前 豊田一丁目 ２７－２８１１  

5 千年交流センター 原ヶ平五丁目 ８７－５５１９  

6 町田地区ふれあいセンター 町田一丁目 ３２－８９８０  

7 三省地区交流センター 三世寺字鳴瀬 ９５－３７６０  

8 北辰学区高杉ふれあいセンター 独狐字山辺 ９５－３６０１  

9 裾野地区体育文化交流センター 十面沢字轡 ９９－７０７２  

10 新和地区体育文化交流センター 種市字木幡 ７２－００５５  

11 城西老人福祉センター 城西四丁目 ３８－０８５８  

12 老人福祉センター祥風園 石川字大仏 ９２－３５１０  

13 老人福祉センター瑞風園 高杉字神原 ９５－３５３５  

14 生きがいセンター 南袋町 ３８－０８４８  
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No. 施 設 名 所在地 電話番号 注釈 

15 弘前城（本丸、北の郭） 下白銀町 ３３－８７３９ ※ 

16 弘前城植物園 下白銀町 ３３－８７３３  

17 藤田記念庭園 上白銀町 ３７－５５２５  

18 郷土文学館 下白銀町 ３７－５５０５  

19 博物館 下白銀町 ３５－０７００  

20 運動公園陸上競技場 豊田二丁目 ２７－６４１１ ★ 

21 
克雪トレーニングセンター 

（トレーニング室） 
豊田二丁目 ２７－３２７４ ★ 

22 弥生いこいの広場（動物広場） 百沢字東岩木山 ９６－２１１７  

23 
笹森記念体育館 

(武道場、競技場、トレーニング室) 
下白銀町 

３７－５５０８ 

(笹森記念体育館) 

★ 

24 第三市民プール 八幡町三丁目 ★ 

25 城北ファミリープール 八幡町一丁目  

26 
河西体育センター 

(アリーナ、多目的広場、プール) 
石渡一丁目 ３８－３２００ ★ 

27 弓道場 笹森町 

３６－２５１５ 

(市民体育館) 

★ 

28 
市民体育館 

(競技場、フィットネスルーム) 
五十石町 ★ 

29 小沢運動広場 小沢字御笠見 ★ 

30 
温水プール石川 

(プール、多目的広場) 
小金崎字村元 ４９－７０８１ ★ 

31 南富田町体育センター(体育室） 南富田町 ３４－６１２２ ★ 

32 金属町体育センター(体育室) 金属町 ８７－２４８２ ★ 

33 
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター 

(競技場、武道場、芝生広場) 
八幡町一丁目 ３３－４５４５ ★ 

34 岩木川市民ゴルフ場 清野袋 ３６－７８５５ ★ 

35 

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター 

(体育館、トレーニングルーム、 

プール、運動広場、多目的広場) 

兼平字猿沢 ８２－５７００ ★ 

36 
岩木山総合公園 

(体育館、トレーニング室） 
百沢字裾野 ８３－２３１１ ★ 

37 岩木山百沢スキー場リフト 百沢字東岩木山 ８３－２２２４ ☆ 
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No. 施 設 名 所在地 電話番号 注釈 

38 そうまロマントピアスキー場 水木在家字桜井 ８４－２０２０ ☆ 

39 鳴海要記念陶房館 賀田字大浦 ８２－２９０２  

40 高岡の森弘前藩歴史館 高岡字獅子沢 ８３－３１１０  

41 弘前れんが倉庫美術館 吉野町 ３２－８９５０  

42 旧第五十九銀行本店本館 元寺町 ３６－６３５０  

43 御所温泉 五所 ８４－２１１４ ▼ 

★： 貸切り使用の場合は有料になりますので、あらかじめ各施設にご確認くだい。 

☆： 岩木山百沢スキー場、そうまロマントピアスキー場のリフトは利用料が減額となります。 

※： 弘前さくらまつり期間中（4/23～5/5）は無料となりません。 

▼： 御所温泉は、利用料が減額となります（３１０円⇒２１０円）。 

 

   ≪問い合わせ≫ 

各施設へ直接お問い合わせください。 

 

  ④ 老人福祉センター 

   ≪対 象≫ ６５歳以上の人 

≪利 用≫ 

利用方法は「③高齢者の公共施設利用制度」をご覧ください。 

施 設 特 色 開館時間 休館日 

城西老人福祉センター 

城西四丁目 

３８－０８５８ 

各種生きがい教室 ９時～１７時 

毎週月曜日 

祝日等の翌日 

年末年始 

老人福祉センター祥風園 

石川字大仏 

９２－３５１０ 

入浴施設有 

※水・金・日曜日の 

９時～１５時 

3～9月 ９時～１７時 

10～2月 ９時～１６時 

老人福祉センター瑞風園 

高杉字神原 

９５－３５３５ 

入浴施設有(温泉) 

※入浴は１０時から 

各種生きがい教室 

4～10月 ９時～１９時 

11月  ９時～１８時 

12～2月 ９時～１７時 

3月 ９時～１８時 

※日曜日は１７時に閉館 

朝暘老人福祉センター 

茂森町 

３５－８８８８ 

サンパレス秋田屋内 １３時～１６時 

土日祝日 

年末年始 

お盆期間 

≪問い合わせ≫ 

    各老人福祉センター （上表参照） 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 
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⑤ 弘前市生きがいセンター 

    高齢者間または世代間交流を目的とした施設で、各種相談、健康増進、
教養の向上、レクリエーションの場を提供しています。 

   ≪開館時間≫ ９時～１７時 

   ≪休 館 日≫ 毎週月曜日、祝日等の翌日、年末年始 

   ≪問い合わせ≫ 

    弘前市生きがいセンター 南袋町１－２０ 電話３８－０８４８ 

 

 

⑥ 健康・生きがいづくり推進事業 

弘前市社会福祉協議会が冬場の高齢者の健康保持、生きがいづくり、 

交流を目的に、各競技団体と共催で４つのスポーツ大会を行います。    

≪対 象≫ 

市内に住むおおむね６０歳以上の方 

   ≪利 用≫ 

毎年１２月～３月に、ラージボール卓球、グラウンド・ゴルフ、ペタンク、
ゲートボールの４競技の「ふれあい高齢者スポーツ親善大会」が開催され 

ますので、申し込んで参加してください。 

（広報ひろさき等にお知らせが載ります）。 

   ≪問い合わせ≫ 

    弘前市社会福祉協議会 地域福祉課 宮園二丁目８－１ 

電話３３－１１６１ 

 

 

⑦ 高齢者教室 

ベテランズセミナー 
ヒロロ４階 

弘前市民文化交流館ホール 
月１回 

各地区高齢者教室 市内１２地区公民館 月１～２回 

   ≪問い合わせ≫ 

    弘前市立中央公民館 下白銀町１９－４ 電話３３－６５６１ 

 

 

⑧ シルバー人材センター 

   ≪対 象≫ 

    ６０歳以上の人に「働く場」を提供しています。 

   ≪問い合わせ（会員登録、仕事の依頼）≫ 

    弘前市シルバー人材センター 南袋町１－２０ 電話３６－８８２８ 
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(4) その他 
 

①  福祉有償運送事業 

   ≪対 象≫ 

    他人の介助によらずに移動することが困難であり、かつ、電車、バス、
タクシーなどの公共交通機関を単独で利用することが困難で、下記に該当
する人 

 ・要支援認定、要介護認定を受けている人 

 ・基本チェックリストに該当する人 

 ・身体障害者手帳をお持ちの人 

 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人 

 ・知的障がいと判定され、療育手帳を有する人 

 ・その他肢体不自由な人、内部障害のある人 

≪問い合わせ≫ 

各事業所で利用対象者の範囲を定めているため、詳しくは各事業所へ 

お問い合わせください。 

   ≪サービス内容≫ 

    医療機関等への送迎 

 

   ≪実施事業所≫ 

No. 団 体 名 事業所名 電話番号 

1 
社会福祉法人 

弘前市社会福祉協議会 

社会福祉法人 

弘前市社会福祉協議会 岩木支部 

（岩木地区の人のみ対象） 

82-2353 

2 社会福祉法人 桃仁会 城東ホームヘルプセンター 28-0054 

3 
社会福祉法人 愛成会 

（33-1182） 

弘前静光園 

ホームヘルパーステーション 
31-3862 

自由ヶ丘ホームヘルパーステーション 89-1600 

養護老人ホーム 弘前温凊園 40-0200 

養護盲老人ホーム 津軽ひかり荘 55-5578 

 

   ≪問い合わせ≫ 

    申請や詳しい内容については各事業所へお問い合わせください。 

    事業全体：介護福祉課 介護事業係 電話４０－７０９９（直通） 
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② 要介護認定高齢者の障害者控除 

   ６５歳以上で、要介護認定を受けている人を対象に、「障害者控除対象
者認定書」を交付しています。 

  この認定書により、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、 

本人または扶養している親族は、個人住民税および所得税の障害者控除を
受けることができます。 

  なお、個人住民税と所得税が課税されない場合は、控除申告の必要はあり
ません。 

   ≪申請できる人≫ 

   原則として本人または扶養者 

   ≪対象者の要介護度および控除区分≫ 

①要介護１～３の人…障害者 

②要介護４・５の人…特別障害者 

   ≪問い合わせ・申請先≫ 

    介護福祉課 高齢福祉係 電話４０－７１１４（直通） 

    岩木総合支所 民生課  電話８２－１６２８（直通） 

    相馬総合支所 民生課  電話８４－２１１３（直通） 



　この「認知症ガイドブック（認知症ケアパス）」は弘前
市における認知症に関する情報をまとめたものです。
　認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、
安心して生活できるよう、この「認知症ケアパス」を活用
していただきたいと思います。
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●認知症の主な種類●

●認知症の症状●

※

アルツハイマー型認知症

　（１）認知症とは

認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりすることで、
記憶力や判断力などにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態がおよ
そ6か月以上継続している状態のことです。

レビー小体型認知症

中核症状は、脳の細胞が壊れて起こる症状のため、認知症の人なら誰でも現れます。一方、行動・心理症状は、
本人の生活や環境、人間関係などの要因が絡み合い起こる症状です。つまりは、環境を整えたり、周囲の人が
状況に合った接し方をすることで抑えることができるものです。

前頭側頭型認知症

前頭葉と側頭葉が萎縮することが原因で、万
引きや暴力などの反社会的な行動を起こし
たり、同じ言葉や行動を繰り返したりする。初
期にはもの忘れはほとんどみられない。

脳の神経細胞にレビー小体という異常なたん
ぱく質が増加することで、神経細胞が壊れて
いき認知症を起こす。見えないものが見える
幻視や手の振るえ・小刻み歩行などのパー
キンソン症状が現れる。
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脳の神経細胞が徐々に減少・死滅することが
原因で、記憶障害や見当識障害が起こる。
不安・うつ・妄想も出やすい。
認知症の中で最も多い。

　全国的に高齢化が進む中で、全国の認知症高齢者数は、2012年厚生労働省推計で約462万
人(高齢者人口の約15％)と予想以上に増加しており、また当市の認知症高齢者数は約7,400人
と推計されております。また、若年性認知症者は全国で約4万人、当市は約50人と推計されま
す。
　今後、更に認知症の人の増加が見込まれることから、相談業務の強化のほか、認知症に対す
る正しい知識の普及が必要です。

「徘徊」という言葉は「目的もなく、うろうろと歩きまわること」を意味しますが、認知症の人は目的を持ち出かけ
ていることから、弘前市では徘徊ではなく「ひとり歩き」と表現しています。

　（２）弘前市の認知症の現状と課題

脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患により、脳
の細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなり、神経
細胞が死んでしまい認知症を起こす。脳血管疾
患の原因となる生活習慣病の改善が重要。

せん妄

記憶障害
新しいことが覚えられない

すぐに忘れる

見当識障害
時間や場所がわからない

理解・判断力の障害
考えるスピードが遅くなる

2つ以上のことが重なるとうまく処理できない

実行機能障害
計画を立て段取りできない

うつ状態暴言・暴力

妄想・幻覚 人格変化

不潔行為 その他

ひとり歩き
※



　

脳の活性化には、いろいろな方法がありますが、良い刺激となっていることが重要です。

②コミュニケーションで安心

③役割・日課をもつ

参考文献

[認知症サポーター養成講座標準教材]　認知症を学び地域で支えよう

発行：特定非営利活動法人　地域共生政策自治体連携機構

・老化による脳の病気の加速因子を防ぎましょう。

①快刺激で笑顔に

ほめてもほめられても意欲をもたらす脳内物質がたくさん出ます。脳を活性化させる
活動をするときは、ほめてやる気が起きるようにすることです。

心地よい刺激や、笑うことにより、意欲をもたらす脳内物質がたくさんでます。

社会との接触が失われると、認知機能の低下を促進させます。友
人や家族などと楽しく過ごすことが大切です。

人に役に立つことを日課に入れることで生活を充実させ、認知機能
を高めます。

④ほめる、ほめられる（認める・認められる）

　歯とお口を良好に保つことは、良く噛むことで脳に刺激を与え、栄養を十分取るこ
とができ、認知機能低下の予防に繋がる可能性が高いとされています。

・お口の健康にも気を配りましょう。
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　脳や身体を使わないことは、認知症の発症や進行を加速させます。背景には、
うつ病やアルツハイマー病初期にみられるうつ状態が、しばしば隠れています。

　運動、食事をはじめとする生活習慣病対策には認知症の発症を遅らせる効果が
認められています。

　（３） 認知症の予防とは

・生活習慣（運動や食事）に気を配りましょう。

認知症発症のリスクを少なくすることです。

脳の活性化を図りましょう。

刺激のある日常を

送りましょう



●認知症の基本ケア～認知症の予防・重度化を防ぐケア～●
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　認知症は、「体調を整えるケア」と「平穏な心理を保つケア」で症状を軽くしたり、発症を予防できること
があります。
　身体的に活動性が低下すると認知機能も低下します。身体的活動性低下の要因として、水分（脱
水）、栄養（低栄養）、排便（便秘）、運動（運動不足）があり、これらはそれぞれ関連性があります。認知
症の予防や重度化を防ぐためにも、４つの基本ケアをしっかり行いましょう。

 

【排 便…便秘の解消，下剤に頼らない排便を目標に】 

※便秘になると… 

 常にイライラしたり、興奮した状態が続いたりします。 

◎便秘解消のために◎ 

・規則的な生活、決まった時間、座ってできるのであれば座ってトイレを使用することを 

心がけましょう。 

・バランスのよい、食物繊維の多い食事を摂りましょう。 

・水分摂取を徹底しましょう。特に、起床時の冷水や牛乳は腸の動きを活発にします。 

・体操や散歩など、運動をしましょう。 

【水 分…1日 1500mℓ 以上の水分補給を目標に】 

※脱水症になると… 

頭がぼんやりしたり、認知症の症状が激しくなったりします。 

◎水分の摂り方◎  

・1500 mℓを摂取するために、午前中に充分水分を摂りましょう。 

・水分は、水以外にもお茶、ジュース、コーヒー、牛乳等、また寒天やゼリーでも大丈夫で

す。（みそ汁などの食事や、アルコールは水分に含みません。） 

・心不全や腎不全等で水分制限のある方は、医師の指示に従ってください。 

 

【運 動…1日 30分以上の運動を目標に】 

※運動不足になると… 

体力の低下、食欲の低下、認知力の低下などにつながります。 

◎運動について◎ 

・散歩（ウォーキング）を 1日 2km、30分を目安に行いましょう。 

・ラジオ体操や腿上げ運動などの有酸素運動を行いましょう。 

・家事（買い物、ゴミ捨て、草取り、雪かきなど）などに積極的に取り組み、自分の役割を

もちましょう。 

 

【栄 養…1 日 1500kcal の食事を目標に】 

※低栄養になると… 

体力の低下、認知力の低下などを引き起こします。 

◎食事について◎ 

・できるだけ規則的に 1日 3 食を摂りましょう。 

・タンパク質のある物、野菜などバランスよく摂りましょう。 

・食事量が少ないときは、おやつなどで補いましょう。 

 

 



認知症のサインに気づいたら早めに受診または相談をしましょう。

・ 発症の原因によっては、早い段階で治療を始めれば回復が期待できる場合もあります。

・ 早期の対応でその後の症状を緩和させたり、進行を遅らせたりすることが期待できます。

●認知症初期集中支援チームとは●

●知ってください。若年性認知症●
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　64歳以下で発症する認知症を若年性認知症と言います。仕事や家事でのミスが増えたり、
予定したことを忘れたりするなどの症状が見られますが、うつ病や更年期障害と間違われるこ
ともあり、診断までに時間がかかる場合があります。生活習慣の改善などで進行を抑えられる
こともありますので、早めの相談や受診が大切です。

　認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
うに認知症の人とその家族を支援する医療・介護・福祉の専門職によるチームです。認知症
が疑われる人やその家族を訪問して、心配ごとや困りごとなどのお話を伺った上で、適切な医
療やサービスが受けられるように支援を行います。

　（４）認知症は早期発見と早期受診が大切

本人家族

相談

受診 ・地域包括支援センター

（認知症地域支援推進員）

・在宅介護支援センター

・市役所介護福祉課

※４８ページ参照

かかりつけ医療機関

※５０ページ参照

認知症初期集中支援チーム
（弘前市第三地域包括支援センター内）

専門医療機関
（認知症疾患医療センター 等）

※４９ページ参照

受診

連携

情報提供

支援依頼

連携

民生委員、町会長など、地域の方々

相談

こんな事

恥ずかしくて

相談できないなぁ

ささいなことでも

気軽にご相談くだ

さい。

お聞きした内容は、

個人情報を守るた

め、決して口外は

しません。



　１．今電話を切ったばかりなのに、電話相手の名前を忘れる

　２．同じことを何度も言う・問う・する

　３．しまい忘れ・置き忘れが増え、いつも探し物をしている

　４．財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

　５．料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった

　６．新しいことが覚えられない

　７．話のつじつまが合わない

　８．テレビ番組の内容が理解できなくなった

　９．約束の日時や場所を間違えるようになった

１０．慣れた道でも迷うことがある

１１．些細なことで怒りっぽくなった

１２．周りへの気づかいがなくなり頑固になった

１３．自分の失敗を人のせいにする

１４．「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた

１５．ひとりになると怖がったり寂しがったりする

１６．外出時、持ち物を何度も確かめる

１７．「頭が変になった」と本人が訴える

１８．下着を替えず、身だしなみを構わなくなった

１９．趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

２０．ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる

出典：公益社団法人　認知症の人と家族の会
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　「認知症」早期発見のめやす

日常の暮らしの中で、認知症の始まりではないかと思われる言動を、「家族の会」の会員
の経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中での目
安として参考にしてください。いくつか思い当たることがあれば、かかりつけ医などに相談
してみることがよいでしょう。

もの忘れが

ひどい

判断・理解力

時間・場所が

人柄が変わる

不安感が強い

意欲がなくなる



（５） 認知症の進行に合わせて受けられる
　　　介護保険サービスやその他の支援の例

住まい

見守る
（安否確認・見守り）

相談したい

予防したい
（介護予防・悪化防止）

　  　    　認知症の
 　      　  　　進行
　支援内容

認知症の疑い
認知症を有するが
日常生活は自立

仕事をしたい
役に立ちたい
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生活を支援する

身体を介護する

医療を受ける

権利を守る
（各契約の代行、財産管理等）

家族を支援する

家族が「なんか変？」と思う状態 判断力

老人クラブ サークル活動

総合事業サービス P19～20 一般介護予防事業 P21

各種健康講座・体操教室

緊急通報システム事業 P28

運転免許の自主返納者支援事業 P53

認知症協力医療機関・認知症疾患医療センター P49

日常生活自立支援事業

認知症の人と家族の会 P48

自宅 有料老人ホーム P32  

養護老人ホーム P31 ・軽費老人ホーム P32 ・ケアハウス P32

シルバー人材センター P37

ひろさき生活・仕事応援センター P52 ハローワーク

※進行に関係なく最寄りの相談窓口へご相談ください。



　

常に介護が必要

※認知症を引き起こす疾患や身体状況などにより、経過は異なり、必ずしもこのとおりの経過を
たどるわけではありませんが、今後の見通す参考としてください。

誰かの見守りがあれば
日常生活は自立

日常生活に
手助け・介護が必要
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の低下が見られる状態 時間・場所・人物の区別が付かなくなるような状態

介護保険サービス【訪問介護 訪問看護 訪問リハ 通所介護 通所リハ】 P12～13

介護保険サービス【訪問介護】 P12

配食サービス P30 介護タクシー

ねたきり高齢者寝具丸洗いサービス事業 P26

ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業 P27

かかりつけ医 P50 かかりつけ歯科医 P51 かかりつけ薬局 P51 弘前市安心カード P28

介護保険サービス【訪問看護 訪問リハ 居宅療養管理指導 通所リハ

介護老人保健施設】 P12～14 医療保険サービス【訪問看護】

在宅患者訪問歯科診療事業 P29

成年後見制度 市民生活センター

認知症カフェ P52

高齢者世話付住宅等生活援助員配置事業 P27

2 生活支援ハウス P33 介護老人福祉施設 P14

認知症対応型共同生活介護 P17

介護保険サービス【訪問介護 訪問入浴介護 通所介護 短期入所生活介護

短期入所療養介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護】 P12～18

施設や自宅でできる基本ケア・認知症あんしん生活実践塾 P43・53

相談窓口についてはP48～49をご覧ください。

居宅介護支援事業所 （事業所等一覧P1～2）

弘前市安心安全見守りネットワーク事業 ほのぼのコミュニティ２１推進事業 P28 

認知症サポーター P52 弘前市ただいまサポート事業 P53 「あおもり医療・介護手帳」 P54        



●弘前市地域包括支援センター・在宅介護支援センター●

●市役所介護福祉課●

●青森県若年性認知症総合支援センター●
八戸市尻内町島田１３－１　

※公益財団法人こころすこやか財団が青森県の委託を受け実施しています。

＜相談対象者＞

＜電話相談＞ 電話 ０１７８－３８－１３６０

月～木　午前９時～午後４時　

　　　　　（祝日及び年末年始を除く）

＜メール相談＞ アドレス：jakunen@kokorosukoyaka.org

●公益社団法人　認知症の人と家族の会●

＜主な活動＞

＜問い合わせ先＞ 公益社団法人　認知症の人と家族の会　青森県支部　

弘前地域世話人　東谷さん　電話 ０１７２－３３－８８６１（職場）

＜電話相談＞ 月～金　午前１０時～午後３時　（祝日を除く）

相談専用フリーダイヤル ０１２０－２９４－４５６　

（携帯電話・スマートフォンからは ０５０－５３５８－６５７８　通話料有料）

※弘前市認知症初期集中支援チーム（弘前市第三地域包括支援センター内）
　　認知症の相談がございましたら、最寄りの地域包括支援センター又は介護福祉課へご連絡くださ
　　い。必要に応じて、認知症初期集中支援チームと連携して支援します。

上白銀町１－１　市役所前川本館１階　　電話４０－７０７２ ・ ４０－４３２１

（６）認知症の人と家族を支える相談窓口・医療機関
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　認知症の相談や介護に関する相談などに応じています。
　地域包括支援センターには、認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う『認知症地域支援
推進員』が配置されています。お気軽にご相談ください。
　また、地域包括支援センター・在宅介護支援センターはお住まいの地区によって担当が異なりま
す。担当地区や場所、連絡先などは５４ページをご覧ください。

・認知症の人や家族が交流することを目的としたつどいの開催。
※弘前市社会福祉センター（宮園２丁目）にて、隔月開催しております。
　 詳細は弘前市のホームページをご覧になるか、下記までお問い合わせ
　 ください。
・認知症の本人や家族の声、介護保険の動向や医療・介護などの情
　報を提供する会報の発行。
・フリーダイヤルによる電話相談。

認知症に関する相談窓口

・青森県内にお住まいの本人、家族
・若年性認知症の方が利用する関係機関及び若年性認知
　症の方を雇用する企業等
・若年性認知症の方やその家族に関わっている方
　であればどなたでも相談できます。
・県内どこからでも相談できます。 相談は無料です。

ただし、通信料は相談
者の負担となります。



●弘前保健所 健康増進課（精神保健福祉相談）●
下白銀町１４－２　青森県弘前健康福祉庁舎２階　　電話 ３３－８５２１【予約制】

※精神保健福祉相談は原則偶数月の第２・第４木曜日、奇数月の第３金曜日に実施。

●弘前愛成会病院認知症疾患医療センター●

弘前愛成会病院認知症疾患医療センター　弘前愛成会病院医療福祉相談室内　 

専用電話　３５－６４６４（FAX兼）　　・　　０１２０－０８５－２５５（フリーダイヤル）

月～金　午前９時～午後５時、土　午前９時～正午　（いずれも祝日を除く）

●認知症協力医療機関●

弘前小野病院

藤代健生病院

専　門　医　療　機　関

医療機関名

弘前大学
医学部附属病院

聖康会病院

弘前愛成会病院

藤代二丁目１２－１ ３６－５１８１ 要

精
神
神
経
科

○ ＣＴ ○

もの忘れ外来
認知症認定看護師による認知
症相談
（第１・３木曜日予約制）
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もの忘れ外来
認知症疾患医療センター
※相談対応
月～金（平日）９：００～１７：００

和泉二丁目１９－１ ２７－１４３１ 要
内
科
・

認
知
症
外
来

○ ＣＴ ○
レビー小体型認知症、前頭側
頭型認知症、ピック病、その他
認知症の鑑別診断が可能。

北園一丁目６－２ ３４－７１１１ 要
精
神
科

○ ＣＴ

心の健康に関する相談

医療機関

　地域における認知症に関する専門的医療の提供と、医療と介護の連携を強化するために弘前愛成会
病院が青森県の委託を受けて運営しています。認知症に関する相談、認知症の早期診断と鑑別、認知
症やその合併症の治療などを行っています。

備考

　うつ病になると、気分が沈んだり、食欲が低下したり、さらには判断力や記憶力が低下する場合があ
り、認知症と間違われることがあります。それとは逆に、認知症の症状としてうつ状態になる人がいた
り、認知症とうつ病を併発している場合もあります。また、アルコールに依存している人はアルコール性
認知症を発症するリスクも高まります。
　心の健康に関する悩みは、一人で抱え込まずに相談をしましょう。

住所 電話

初
診
時
の

予
約

主
に
対
応

す
る
診
療
科

鑑
別
診
断

対
応
可
能
な

画
像
検
査

B

P

S

D

へ
の
対
応

　この名簿は、現に認知症の相談・治療を行っており、かつ名簿への掲載と地域への情報発信について
同意して頂いた医療機関のみ掲載しています。

 ※津軽地域認知症協力医療機関名簿（令和３年８月１２日改訂／弘前愛成会病院認知症疾患医療センター）より、弘前市内
の医療機関を抜粋。医療機関の最新情報については「弘前愛成会病院認知症疾患医療センター」ホームページをご確認くだ
さい。　（http://aiseikai-hp.or.jp）

○和泉二丁目１７－１ ２７－４１２１ 不要
精
神
科

○

本町５３ ３３－５１１１ 要

脳
神
経
内
科

○

○

ＣＴ
MRI

SPECT
〇



か か り つ け 医 療 機 関

医療機関名 住所 電話
初診時
予約

相談対応
診断と

初期治療
認知症の
訪問診療
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場﨑クリニック 代官町８６－２ ３８－６６００ 不要 ○ ○ ○

木村脳神経クリニック 代官町９６－１ ３１－３１１７ 不要 ○ ○ ×

のだ眼科・血管内科クリニック

そうまクリニック 八幡町二丁目８－４ ３２－２２２２ 不要 ○ ○ ×

神田三丁目２－１１ ３３－６６１１ 不要 ○ ○ ×

八幡町クリニック 青山四丁目２７－１０ ３１－６１８８ 要 ○ ○ ○

満天クリニック 笹森町３７－２７ ３３－３００１ 要 ○ ○ ×

石沢内科胃腸科 新町１５１ ３４－３２５２ 不要 ○ ○ ○

今村クリニック 松原西二丁目１－１ ８８－３０９０ 不要 ○ ○ ×

梅村医院 石渡一丁目１－６ ３２－３５９３ 不要 ○ ○ ○

千葉胃腸科内科医院 石渡三丁目１３－２ ３６－７７８８ 不要 ○ ○ ×

こいし内科クリニック 松原東二丁目５－２ ８７－７１１１ 不要 ○ ○ ○

佐藤内科小児科取上医院 取上二丁目１７－１ ３３－１１９１ 不要 ○ ○ ○

ナルミ医院 南川端町１３ ３３－１５０７ 要 ○ ○ ×

西弘前クリニック 中野一丁目９－８ ３２－４１２１ 不要 ○ ○ ×

山形内科クリニック 松森町１２４ ３７－５８１１ 不要 ○ ○ ×

健生クリニック 扇町二丁目２－１２ ５５－７７０７ 要 ○ ○ ○

下田クリニック 城東中央四丁目１－３ ２７－２００２ 不要 ○ ○ ○

城東クリニック 城東中央三丁目４－１０ ２６－２８００ 不要 ○ ○ ×

さがらクリニック 桔梗野一丁目３－３ ３７－２０７０ 不要 ○ ○ ×

関医院中津軽診療所 賀田一丁目１４－２ ８２－３００６ 不要 ○ × ○

佐藤内科医院 覚仙町１５－１ ３４－２１２６ 不要 ○ ○ ○

伊東クリニック 元大工町３６－１ ３２－０６３０ 不要 〇 〇 〇

畑山医院 石川字春仕内９７－１ ９２－２１１５ 不要 〇 〇 ×

吉川脳神経外科クリニック 城東中央三丁目９∸６ ２６－６１２０ 不要 ○ ○ ×

なりた内科クリニック 安原二丁目１－１３ ８７－７７８８ 不要 ○ ○ ×

ESTクリニック 福村字新館添２０－１ ２９－５５００ 不要 ○ × ×

相原内科医院 青山三丁目８－２ ３３－００５５ 不要 ○ ○ ×

ひろさき糖尿病・内科クリニック 城東北四丁目４－２０ ２９－２６５０ 不要 ○ ○ ×

大町内科クリニック 大町一丁目１４－３ ３１－３５１１ 不要 ○ ○ ×

沢田内科医院 茂森新町一丁目６－４ ３７－７７５５ 不要 ○ ○ ×

弘前あすなろメンタルクリニック 三岳町６－１ ８８－８２７９ 要 ○ ○ ×

不要 ○ ○ ×

五所の診療所 五所字野沢３９－１３ ８４－２３１１ 不要 ○ ○ ×

くどう内科消化器・肝臓クリニック 石川字石川９７ ９２－３３１６ 不要

ひろさき温泉養生医院 真土字勝剣林３３４－１ ８２－３３７７ 不要 ○ × ×

山口医院 若葉一丁目６－４ ３９－２３１１

○ ○ ×

弘前脳神経外科クリニック 大清水四丁目８－３ ８８－５２１２ 不要 ○ ○ ○



●かかりつけ歯科医●

●かかりつけ薬局●

＜問い合わせ先＞　　弘前薬剤師会　　電話　３２－６２０５
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　効果的な薬物治療ができるように指導・助言するだけでなく、認知症の人が服用しやすいよう形状の工
夫や、飲み忘れを防ぐための助言を行います。
　また、地域に密着し薬局の特性を活かした身近な相談所として「健康介護まちかど相談薬局」があり、
認知症の早期発見・早期対応を目的として「脳の健康チェックリスト」を実施しています。

　青森県薬剤師会では、厚生労働省認知症地域医療支援事業を青森県から
委託を受け、薬剤師認知症対応力向上研修を実施しています。

弘前市でも多くの研修終了薬剤師がいますので、ぜひご活用下さい。

研修修了者は
①氏名を市町村及び市町村地域包括支援センターに通知すること。
②市町村の求めに応じ、市町村主催の会議等に出席すること。
③認知症の人及び家族等への受診勧奨を行うこと。

※認知症サポート薬剤師
　認知症対応力向上研修会を受講し、認知症の疑いのある人に早期に気づき、かかりつけ医（認知症
サポート医）等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状態に応じた薬学的管理や服薬
指導を適切に行い、認知症の人や家族への支援体制構築の担い手となる薬剤師のことです。

　①自発的な清潔行動が障害されることから、口腔衛生状態は悪化し、う蝕や歯周病になりやすい。

「かかりつけ歯科医」とは、患者さんのライフサイクルに沿って、口と歯に関する保健・医療・福祉を提供
し、地域に密着したいくつかの必要な役割を果たすことができる歯医者さんのことです。
　歯の喪失や加齢等に伴う口腔機能の低下は寿命の延伸や生活の質の向上に多面的に悪影響を及ぼ
しています。

　「かかりつけ歯科医」を持ち、定期的にお口の健診や予防を図ることが大切です。

＜問い合わせ先＞　　弘前歯科医師会　　電話　２７ー８７７８

認知症の人と家族を支えるヒト・モノ・コト

　とくに認知症を有する患者さんでは、

　②咀嚼や摂食嚥下機能などの口腔機能が低下し、誤嚥性肺炎などの身体合併症や急性疾患発症の
　　リスクが高まります。

　③種々の要因から低栄養状態となり、生活機能も低下し全身状態の悪化につながります。

　④認知症が進行すると、歯とお口を良好に保つ必要性が理解できなくなったり、歯科医との
　　コミュニケーションもうまくいかなくなり、治療等に対する意思決定もままならなくなります。

※認知症サポート歯科医師
　認知症対応力向上研修会を受講し、認知症の疑いのある人に早期に気づき、かかりつけ医（認知症
サポート医）等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状態に応じた歯科治療や口腔機
能の管理等を適切に行い、認知症の人や家族への支援体制構築の担い手となる歯科医師のことで
す。

　同じ歯科医院を定期的に受診すれば、認知症の徴候に気づくこともでき、認知症の早期
発見につながる可能性もあります。また、お口の中の小さな変化にも気づいてもらえるの
で、認知症があっても状態に応じた歯科的対応が早期から可能になります。「かかりつけ

歯科医」なら、長いつき合いの中で患者さんの症状や治療の経過、持病や体質などを把握
していますから、認知症があっても、より的確な治療に結びつけてくれるはずです。

せっしょくえんげきのう ごえんせいはいえんそしゃく



●就労に関する相談●
若年性認知症の方の仕事に関する相談に応じます。

「働きたい」「働き続けたい」とお悩みの方はご相談ください。

＜問い合わせ先＞　

・ひろさき生活・仕事応援センター　　　電話　３８－１２６０（相談専用）

 ヒロロ３階「ヒロロスクエア」（駅前町９－２０）　 平日の午前８時３０分～午後５時

・障がい福祉課　　　　　　　　　　　　　　電話　４０－７０３６

・青森県若年性認知症総合支援センター　（４８ページ参照）

●認知症サポーター●

＜問い合わせ先・申し込み先＞　　介護福祉課　自立・包括支援係　　電話　４０－７０７２

●認知症カフェ●

みなみ
カフェ

無料
弘前市南部地域
包括支援センター
電話　８７－６７７９

※状況により、開催を中止または日時を変更する場合がございますので、問い合わせ先にご確認ください。

いっぷく茶屋
心愛

無料

　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守
る応援者です。
　認知症の人や家族の気持ちを理解したり、学んだ知識を友人に伝えたり、できる範囲で手助けする人
が増えることで、認知症の人や家族が安心して暮らせる地域になるでしょう。

地域住民・職域・学生など、どなたでも受講できます。市
内在住のグループや事業所、学校等に講師役となるキャラ
バン・メイトを無料で派遣しています。
※キャラバン・メイトの派遣を希望する方は、講座開催予
定日の１か月前までにご連絡ください。

弘前市第二地域
包括支援センター
電話　３１－３８１１

橙燦
だいさん

カフェ 無料
弘前市第三地域
包括支援センター
電話　３９－２５１５

弘前市第一地域
包括支援センター
電話　３１－１２０３

詳細につきましては、第三地域包括支援センターへ
お問い合わせください。
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オレンジカフェ
輪い輪い

詳細につきましては、第一地域包括支援センターへ
お問い合わせください。

無料

詳細につきましては、第二地域包括支援センターへ
お問い合わせください。

詳細につきましては、南部地域包括支援センターへ
お問い合わせください。

認知症サポーター養成講座のご案内

問い合わせ先利用料開催日時カフェ名称 開催場所

　認知症の人やその家族が、地域の人々や介護に関わる専門職たちと気軽に交流することができる集
いの場です。認知症カフェという名前以外にもさまざまな名前で開催されています。

土曜の音楽
カフェ

詳細につきましては、東部地域包括支援センターへ
お問い合わせください。

無料
弘前市東部地域
包括支援センター
電話　２６－２４３３



●運転免許の自主返納者支援事業●

●弘前市ただいまサポート事業●

＜問い合わせ先・申し込み先＞　　介護福祉課　自立・包括支援係　　電話　４０－７０７２

●認知症あんしん生活実践塾●

＜問い合わせ先＞　介護福祉課　自立・包括支援係　　電話　４０－７０７２
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申　請　後 登録番号を記載したキーホルダー、反射シール、アイロンシールを配布します

申請できる方 本人・ご家族・成年後見人（保佐人・補助人含む）

料　　　金 無料

　認知症やその疑いのある高齢者が道に迷ったり、自宅がどこかわからなくなったりした際、無事に「た
だいま！」と帰宅できるように、ご本人の情報を事前に市に登録しておき、警察や協力機関と連携するこ
とで、帰宅できなくなった方を早期に発見し保護する事業です。
　事前登録をしておくことで、捜索活動や保護された時の身元確認が迅速にできます。

　運転が困難になった方や運転に不安を感じている方が自主的に運転
免許を返納することができます。青森県では運転免許を返納した方々が
車を運転しなくても安心して生活することができるように、さまざまな支
援を行っています。

　認知症の基礎と４つの基本ケアについて学び、６か月間にわたり施設や家庭で実践することで、認知
症の症状の改善を目指す講座です。
　実際に基本ケアに取り組んだ結果、尿失禁や便失禁、デイサービス利用時の不穏状態などがなくなっ
た、話し方が穏やかになった、会話の言葉が出るようになったなどの成果がたくさん出ています。

対象となる方
弘前市に住所を有する６５歳以上の人で、認知症やその疑いにより外出時の帰宅に
不安がある人
（６５歳未満でも、若年性認知症などで同様の不安がある場合も申請できます）

「登録申請書」と「登録者情報（写真付き）」を市役所介護福祉課に提出していただきま
す
（市内の地域包括支援センターを経由して市役所へ提出することもできます）

申請手続き

＜問い合わせ先＞　　弘前警察署 交通第二課　　電話　３２－０１１１（代表）

～主な支援の例～
・タクシー、介護タクシー

の料金割引

・宅配サービスの料金割引

①事前登録

②グッズ交付
（登録番号記載）

③登録情報の共有

②連絡

③連携

協力機関介護福祉課弘前警察署

①連絡

（行方不明者届）

事前登録の流れ

行方不明発生時の流れ

公共交通機関、宅配事業所、
介護保険事業所、等



●認知症情報連携ツール「あおもり医療・介護手帳」●

＜問い合わせ先・申し込み先＞　　介護福祉課　自立・包括支援係　　電話　４０－７０７２

交付の流れ
手帳の説明を受けて、手帳に記載される個人情報を関係者間で共有することに同意
された場合、「交付申請書兼同意書」へ記入していただき、手帳の交付となります。

この認知症ガイドブックは弘前市認知症初期集中支援チーム検討委員会委員及び弘前市認知症地域
支援推進員のご協力のもと作成したものです。
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　認知症の方やそのご家族などの介護者の方が、住み慣れた地域で安心 して生活することができる
よう「あおもり医療・介護手帳」を交付しています。
　この手帳を活用し、医療・介護関係者間で認知症の方の情報を共有することで、より適切な医療や
介護サービスを受けられるようにするものです。

手帳の内容 ご本人の情報（介護、医療、歯科、認知症、服薬等）が記載されています

交付対象者

下記の要件をすべて満たし、交付を希望される方
・弘前市に住所を有し、医療機関で認知症の診断を受けた方
・個人情報の取り扱いに同意できる方
・手帳を管理することができる方（本人以外に家族、関係者でも可）

交付窓口
・

申請者

・弘前市介護福祉課　自立・包括支援係（前川本館１階）及び
　弘前愛成会病院認知症疾患医療センター
・本人、家族、成年後見人等になります

・Ａ５サイズ、リングファイル式。
・クリアファイル付きで、お薬手帳など
も一緒に持ち歩くことができます。
・無料で配布しております。



担当地区 地域包括支援センター 電話番号 所在地

 第一中学校区  弘前市第一地域包括支援センター ３１－１２０３ 野田２丁目２－１
（津軽保健生協会館１階）

 第二中学校区  弘前市第二地域包括支援センター ３１－３８１１ 藤野２丁目６－１
（きらら弘前敷地内）

 第三・南中学校区
 （南中は松原小に限る）

 弘前市第三地域包括支援センター ３９－２５１５ 豊原１丁目１－２
（弘前静光園内）

 第五・東・
 石川中学校区

 弘前市東部地域包括支援センター ２６－２４３３ 福村字早稲田２７－１
（福寿園向かい）

 津軽・常盤野・相馬
 東目屋中学校区

 弘前市西部地域包括支援センター ８２－１５１６ 賀田２丁目４－２
（パインハウス岩木内）

 第四・南中学校区
 （南中は松原小を除く）

 弘前市南部地域包括支援センター ８７－６７７９ 小沢字山崎４４－９
（希望ヶ丘ホーム敷地内）

 新和・北辰・船沢・
 裾野中学校区

 弘前市北部地域包括支援センター ９５－２１００ 高杉字山下２９８－１

担当地区 在宅介護支援センター 電話番号 所在地

 第一中学校区
 （北・城東小学校区）

 幸陽荘在宅介護支援センター ３７－８３１１ 清野袋字岡部４３３－１

 第一中学校区
 （時敏・和徳小学校区）

 健生介護センター虹
 在宅介護支援センター

４０－３２５６
向外瀬字豊田２９２－１
（健生介護センター虹居宅介護
支援事業所内）

 第二中学校区
 （三省小学校区を除く）

 在宅介護支援センター鷹匠町 ３９－２２００ 鷹匠町１６－１

 第三中学校区  弘前静光園在宅介護支援センター ３３－７１００ 豊原１丁目１－２

 東中学校区  城東在宅介護支援センター ２８－００８２ 城東中央４丁目１－４

 津軽中学校区  松山荘在宅介護支援センター ８２－３３３０ 賀田２丁目４－２

 東目屋・常盤野中学校区  在宅介護支援センターパインハウス弘前　 ８６－３８００ 国吉字坂本１３８－１０

 第四中学校区  在宅介護支援センター静風苑 ８８－１４３３ 自由ヶ丘５丁目５－３

 石川中学校区  在宅介護支援センター白寿園 ９２－２０３１ 大沢字稲元３－２

 相馬中学校区  長慶苑在宅介護支援センター ８４－１０１０ 坂市字亀田５３－３

 第三中学校区
（文京小学校区に限る）
 南中学校区
（松原小学校区に限る）

 在宅介護支援センター希望ヶ丘 ８７－６７６５ 小沢字山崎４４－９

 新和中学校区  在宅介護支援センター三和園 ９３－３９６０ 三和字上恋塚１９

 北辰中学校区
 第二中学校区
 （三省小学校区に限る）

 在宅介護支援センターサンタハウス弘前　 ９５－３６７２ 大川字中桜川１８－１０

 船沢中学校区  サンアップル在宅介護支援センター ９７－２１３１ 高杉字尾上山３５０

 裾野中学校区  草薙在宅介護支援センター ９３－２２２２ 大森字勝山２７８－１８

○弘前市地域包括支援センター

○在宅介護支援センター

　高齢者の介護予防、健康や福祉、生活などについて総合相談・支援を行います。お気
軽に下記地域包括支援センターまでご相談ください。また、地域包括支援センターにつ
なぐための「窓口」として、下記の在宅介護支援センターでも総合相談業務を行います
ので、お気軽にご利用ください。なお、地域包括支援センター・在宅介護支援センター
では、高齢者の生活や健康状態把握のため、訪問も行っています。

相談窓口
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住所地別担当地域包括支援センター（令和3年4月～）
担当 担当 担当 担当 担当

藍内 西部 川先1～4丁目 東部 城西1～5丁目 第二 中崎 第二 松ヶ枝1丁目(※16) 東部
青樹町 南部 河原町 第二 城東1丁目(※５) 東部 中野 西部 松ヶ枝3丁目 東部
青女子 北部 寒沢町 第三 城東1丁目(※６) 第三 中野1～5丁目 第三 松ヶ枝2・4・5丁目 第一
青山1～5丁目 第一 神田1～5丁目 第一 城東2～5丁目 東部 中畑 西部 松木平 南部
茜町1・2丁目 第二 桔梗野1～5丁目 南部 城東北1～4丁目 東部 中別所 北部 真土 西部
茜町3丁目(※１) 第二 北川端町 第三 城東中央1～5丁目 東部 楢木 北部 松原西1・2丁目 第三
茜町3丁目(※２) 南部 北瓦ヶ町 第三 城南1～5丁目 第三 南塘町 南部 松原西3丁目 南部
悪戸 南部 北新寺町 南部 新鍛冶町 第三 新岡 西部 松原東1～5丁目 第三
旭ヶ丘1・2丁目 南部 北園1・2丁目 第三 新寺町 南部 新里 東部 松森町 第三
愛宕 西部 北柳町 第一 新寺町新割町 南部 西ケ丘町 第三 馬屋町 第二
新町 第二 北横町 第一 新法師 西部 西川岸町 第三 水木在家 西部
石川 東部 清富町 南部 末広1～5丁目 東部 西茂森1・2丁目 南部 三岳町 第三
石渡 第二 清原1～4丁目 第三 住吉町 第三 西城北1・2丁目 第一 緑ヶ丘1～3丁目 南部
石渡1～5丁目 第二 金属町 南部 昴（すばる） 西部 西大工町 第二 緑町 第一
泉野1～5丁目 東部 葛原 西部 清野袋 第一 乳井 東部 南大町1・2丁目 第三
一野渡 南部 国吉 西部 清野袋1～5丁目 第一 如来瀬 西部 南川端町 第三
一番町 第一 熊嶋 西部 そ 相馬 西部 ぬ 糠坪 北部 南瓦ヶ町 第三
一町田 西部 蔵主町 第一 代官町(※７) 第一 ね 禰宜町 第一 南城西1・2丁目 第二
稲田1・2丁目 東部 黒滝 西部 代官町(※８) 第三 の 野田1・2丁目 第一 南富田町 第三
岩賀1～3丁目 第一 黒土 西部 高岡 西部 馬喰町 第一 南袋町 第二

う 植田町 第一 楮町 第三 高崎 東部 八幡舘 東部 南柳町 第一
駅前1・2丁目 第一 高野 西部 高崎1・2丁目(※９) 東部 八幡町1～3丁目 第一 南横町 第一
駅前3丁目(※３) 第三 小金崎 東部 高崎2丁目(※10) 第一 鼻和 西部 稔町 第三
駅前3丁目(※４) 第一 小金崎1丁目 東部 鷹匠町 第二 浜の町北1・2丁目 第二 宮川1～3丁目 第一
駅前町 第三 小栗山 南部 高杉 北部 浜の町西1～3丁目 第二 宮地 西部
狼森 南部 小沢(字山崎を除く) 南部 高田 東部 浜の町東1～5丁目 第二 宮園1～5丁目 第一
扇町1～3丁目 東部 小沢字山崎 第三 高田1～5丁目 東部 原ヶ平(※11) 第三 宮舘 北部
大浦町 第一 五十石町 第二 高屋 西部 原ヶ平(※12) 南部 御幸町 第三
大川 第二 五所 西部 田代町 第三 原ヶ平1～5丁目 南部 三和 北部
大久保 第一 五代 西部 龍ノ口 西部 番館 西部 向外瀬 第一
大沢 東部 小人町 第一 館後 西部 東城北1～3丁目 第一 向外瀬1～5丁目 第一
大清水 東部 駒越 西部 館野1・2丁目 第三 東長町 第一 元大工町 南部
大清水1～4丁目 東部 駒越町 第二 種市 北部 東和徳町 第一 元寺町 第一
大助 西部 紺屋町 第二 田町1～5丁目 第一 樋の口1・2丁目 第二 元寺町小路 第一
大富町 第三 在府町 南部 田茂木町 第一 樋の口町 第二 元長町 南部
大原1～3丁目 南部 境関 東部 俵元1・2丁目 第一 百沢 西部 元薬師堂 第二
大開1～3丁目 南部 境関1丁目 東部 千年1～4丁目 南部 百沢字東岩木山(※13) 北部 百田 第一
大町1～3丁目 第三 坂市 西部 茶畑町 第一 百沢字東岩木山(※14) 西部 森町 南部
大森 北部 栄町1～4丁目 第二 鳥町 第二 百石町 第一 薬師堂 東部
大和沢 南部 坂元 南部 津賀野 第一 百石町小路 第一 八代町 第二
徒町 第三 坂本町 第三 土堂 第二 平岡町 第二 安原1～3丁目 第三
徒町川端町 第一 相良町 南部 鉄砲町 第一 平山 西部 萢中 第二
桶屋町 第三 桜ヶ丘1～5丁目 南部 田園1～5丁目 東部 広野1・2丁目 南部 山崎1～5丁目 第三
小友 北部 桜庭 西部 藤内町 第二 福田 東部 山下町 第三
鬼沢 北部 桜林町 第三 銅屋町 第三 福田1～3丁目 東部 山道町 第三
表町 第三 笹舘 北部 常盤坂1～4丁目 南部 福村 東部 弥生 北部
親方町 第一 笹森町 第一 常盤野 西部 福村1丁目 東部 八幡 西部
折笠 北部 沢田 西部 徳田町 第一 袋町 第二 ゆ 湯口 西部
貝沢 北部 三世寺 第二 十腰内 北部 藤沢 西部 横町 西部
学園町 第三 山王町 第一 独狐 北部 藤代 第二 吉川 西部
覚仙町 南部 小比内1～5丁目 東部 十面沢 北部 藤代1～5丁目 第二 賀田 西部
鍛冶町 第三 塩分町 南部 土手町 第三 藤野1・2丁目 第二 賀田1・2丁目 西部
春日町 第一 茂森新町1～4丁目 南部 外崎1～5丁目 東部 富士見台1丁目 第三 吉野町 第三
堅田 第一 茂森町 南部 外瀬1・2丁目 第二 富士見台2丁目 南部 米ヶ袋 西部
堅田1～5丁目 第一 品川町 第三 富栄 北部 富士見町 第三 和泉1丁目(※17) 第一
門外 東部 清水1～3丁目 南部 富田1～3丁目 第三 船水 第二 和泉1丁目(※18) 東部
門外1～4丁目 東部 清水富田字桔梗流 南部 富田町 第三 船水1～3丁目 第二 和泉2丁目(※19) 第一
兼平 西部 清水富田字清水流 第三 富野町 第三 文京町 第三 和泉2丁目(※20) 東部
上瓦ケ町 第三 清水富田字寺沢 南部 豊田1～3丁目 東部 細越 北部 若党町 第一
上鞘師町 第一 清水富田字寺田 南部 豊原1・2丁目 第三 堀越 東部 若葉1・2丁目 南部
上白銀町 南部 清水森 南部 取上1～5丁目 第三 本町 南部 早稲田1～4丁目 東部
紙漉沢 西部 下鞘師町 第一 鳥井野 西部 前坂 北部 和田町 第二
紙漉町 第三 下白銀町 第一 撫牛子 第一 蒔苗 北部 和徳町 第一
亀甲町 第一 下湯口 南部 撫牛子1～5丁目 第一 町田 第二
萱町 第一 自由ヶ丘1～5丁目 南部 中瓦ヶ町 第三 町田1～3丁目 第二
川合 東部 樹木1～5丁目 南部 長坂町 第一 松ヶ枝1丁目(※15) 第一

※１ ※11

※２ ※12

※３ ※13

※４ ※14

※５ ※15

※６ ※16

※７ ※17

※８ ※18

※９ ※19

※10 ※20

大字名 大字名 大字名 大字名 大字名
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　1～5番地、6番地1、6番地2（西小、二中） 　字山中360～374、406～443、512～515、551～568、619～638番地（文京小、三中）
　6番地3、6番地4、7～8番地（青柳小、四中） 　字奥野、字山中１～359、375～405、444～511、699～792番地、字山元（千年小、南中）

わ

　3、4、7～9、12～17番地（大成小、三中） 　1～999、2000～2099、2200～2999番地（船沢小、船沢中）
　1、2、5、6、10、11番地（和徳小、一中） 　1000～1999、2100～2199番地（岩木小、津軽中）
　1～10、12～14、103番地（豊田小、五中） 　1番地1（和徳小、一中）
　11番地（大成小、三中） 　1番地2～14、2～7番地（東小、東中）

　2丁目1番地（和徳小、一中） 　2～21番地（東小、東中）

　46～111番地（和徳小、一中） 　1～3番地、5番地、6番地１～15、6番地17、7～19番地（和徳小、一中）
　１～45番地（大成小、三中） 　4番地、6番地16（東小、東中）
　1丁目、2丁目2～17番地（和徳小、東中） 　1番地（和徳小、一中）

み

む

も

や

よ





 

 

 弘前市福祉部介護福祉課 

 

介護保険料について     ➠介護保険料係   ４０－７０４９（直通） 

要介護認定について     ➠介護認定係    ４０－７０５０（直通） 

介護サービスについて    ➠介護給付係    ４０－７０７１（直通） 

総合事業・認知症ケアパスについて 

 ➠自立・包括支援係 ４０－７０７２（直通） 

介護保険以外のサービス   ➠高齢福祉係    ４０－７１１４（直通） 

弘前市ホームペ－ジ www.city.hirosaki.aomori.jp 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


